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１．議事日程 

   （平成１８年第２回安芸高田市議会６月定例会第１日目） 

 

平成１８年６月１２日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  吉田少年自然の家調査特別委員会の設置について 

日 程 第 ４ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第５  同意第２号 安芸高田市公平委員会委員の選任の同意について 

日程第６  承認第２号 専決処分した事件の承認について 

【平成１７年度安芸高田市一般会計補正予算（第９号）】 

日程第７  承認第３号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市税条例の一部を改正する条例】 

日程第８  承認第４号 専決処分した事件の承認について 

【安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例】 

日程第９  議案第６７号 安芸高田市助役定数条例 

日程第１０ 議案第６８号 安芸高田市収入役の事務の兼掌に関する条例 

日程第１１ 議案第６９号 安芸高田市助役が安芸高田市収入役の事務を兼掌することに 

伴う関係条例の整理に関する条例 

日程第１２ 議案第７０号 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第７１号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第７２号 安芸高田市障害認定審査会の委員の定数等を定める条例 

日程第１５ 議案第７３号 安芸高田市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第７４号 安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する 

条例 
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日程第１７ 議案第７５号 安芸高田市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する 

条例 

日程第１８ 議案第７６号 安芸高田市土地開発公社の定款の一部変更について 

日程第１９ 議案第７７号 安芸高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する 

条例の一部を改正する条例 

日程第２０ 議案第７８号 平成１８年度安芸高田市一般会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第７９号 平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 

１号） 

日程第２２ 議案第８０号 平成１８年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第８１号 平成１８年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第８２号 平成１８年度安芸高田市介護サービス特別会計補正予算（第 

１号） 

日程第２５ 議案第８３号 平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２６ 議案第８４号 平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第８５号 平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２８ 議案第８６号 平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第２９ 議案第８７号 平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算（第 

１号） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２２名） 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝 

３番    田 中 常 洋    ４番    加 藤 英 伸 
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５番    小 野 剛 世    ６番    川 角 一 郎 

７番    塚 本  近    ８番    赤 川 三 郎 

９番    松 村 ユ キ ミ   １０番    熊 高 昌 三 

１１番    青 原 敏 治   １２番    金 行 哲 昭 

１３番    杉 原  洋   １４番    入 本 和 男 

１５番    山 本 三 郎   １６番     今 村 義 照 

１７番    玉 川 祐 光   １８番    岡 田 正 信 

１９番    渡 辺 義 則   ２０番    亀 岡  等 

２１番    藤 井 昌 之   ２２番    松 浦 利 貞 

 

   ３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

   ４．会議録署名議員 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝 

 

   ５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

市     長    児 玉 更太郎      助     役    増 元 正 信 

収 入 役    藤 川 幸 典      総 務 部 長    新 川 文 雄 

自治振興部長     田 丸 孝 二      市 民 部 長    杉 山 俊 之 
福祉保健部長兼

福祉事務所長    廣 政 克 行     産業振興部長     清 水  盤     
建設部長   

兼公営企業部長    金 岡 英 雄      教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    沖 野 清 治     消 防 長    竹 川 信 明    

八千代支所長     岡 田 敦 男      美土里支所長     立 川 堯 彦      

高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則      甲 田 支 所 長    宍 戸 邦 夫      

向 原 支 所 長    益 田 博 志      総 務 課 長    高 杉 和 義       

財 政 課 長    垣 野 内  壮           
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 ６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長   児 玉 竹 丸 

書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 

 

 



 5

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   開会前ですが、クールビズについて、ご了解をお願いいたします。 

昨日も申し上げましたが、安芸高田市議会におきましても、地球温

暖化対策のひとつとして、昨年度に引き続き、本年度もクールビズを

実施いたします。 

実施する内容につきましては、本会議においては、節度を保つため、

ネクタイを着用いたしますが、上着については議長の許可により脱衣

できることといたします。 

以上ご協力をいただきますようお願いいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

○松 浦 議 長   それでは時間がまいりましたので、ただいまの出席議員は２２名で

あります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１８年第２回安芸高田

市議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

◯増本事務局長   議長。 

◯松 浦 議 長   事務局長。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上、１億５千万円未満の工事請負契約

締結についての報告がありました。 

第３点、監査委員より、平成１８年２月分、３月分、４月分の例月

出納検査結果の報告がありました。 

第４点、市長より平成１７年度安芸高田市一般会計予算等繰越明許

費にかかる繰越計算書についてと、平成１７年度安芸高田市水道事業

会計予算の建設改良費繰越についての報告がありました。 

第５点、市が資本金の２分の１以上を出資等している法人の、経営

状況説明書についての報告がありました。 

それぞれの写しをお手元に配布しておりますので、ご了承ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、

１番 明木一悦君、２番 秋田雅朝君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 
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日程第２  会期の決定 

◯松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日、議会運営委員会を開き、ご協議い

ただいておりますので、その結果について、議会運営委員長 青原敏

治君の報告を求めます。 

◯青原委員長   議長。 

◯松 浦 議 長   はい。 

◯青原委員長   議会運営委員会の報告をいたします。 

平成１８年第２回定例会の運営につきまして、去る、５月１０日及

び６月５日並びに本日、議会運営委員会を開き次のとおり決定いたし

ましたので報告いたします。 

まず、会期につきましては、お手元の会期日程のとおり本日から６

月２３日までの、１２日間といたします。 

議事の都合により、６月１４日及び６月１６日から６月２２日まで

を休会といたします。 

本定例会に付議されます案件は、諮問１件、同意２件、承認３件、

議案２１件、計２７件でございます。 

議案審議についてでございますが、お手元の付託表のとおり、議案

第６７号から議案第６９号までについては、一括議題として上程の後、

一括質疑を行い総務企画常任委員会に、議案第７１号から議案第７５

号までについては、同じく文教厚生常任委員会に付託することといた

しました。 

その他、諮問第２号他１８件については、すべて付託を省略するこ

とといたしました。 

一般質問の取り扱いについては、質問は届け出順とし、１日６人で

２日間、時間制限は設けず、質問は３回までといたします。 

なお、最終日に同意１件が提案される予定となっておりますこと、

さらに、産業建設常任委員会で審査されます意見書についても、協議

が整いましたら、発議として同じく最終日に上程が予定されておりま

すこと、あわせて申し添えさせていただきます。 

以上、報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   お諮りいたします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は１２日間とすることにご

異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１２日間と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 吉田少年自然の家調査特別委員会の設置について 

○松 浦 議 長   日程第３、吉田少年自然の家調査特別委員会の設置についての件を

議題とします。 
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県立吉田少年自然の家の施設、または土地の利用等について調査を

行うため、委員会条例第６条、第１項及び第２項の規定によって、９

人の委員で構成する吉田少年自然の家調査特別委員会を設置すること

といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって９人の委員で構成する吉田少年自然の家調査特別委員会を設

置することと決定いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました、吉田少年自然の家調査特別委員会の委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、川角一郎

君、塚本近君、赤川三郎君、熊高昌三君、青原敏治君、杉原洋君、今

村義照君、玉川祐光君、渡辺義則君を指名いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました９名の諸君を吉田少年自然の家

調査特別委員に選任することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第４号 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求 

めることについて 

◯松 浦 議 長   日程第４、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案の説明に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思い

ます。 

本定例会の冒頭にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

平成１８年度も、はや２ヵ月が経過しようとする中、前定例会でご

決定をいただいております予算に基づき、各種事業の執行も順調な滑

り出しをみているところでございます。 

とりわけ、第２庁舎・総合文化保健福祉施設建設がスタートし、本

庁舎周辺の吉田公民館など、既存の施設の取り壊しも終わり、いよい

よ工事も本格化しようとしております。議員の皆様はもとより、市民、

そして近隣の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご

協力を賜りますようにお願い申し上げます。 

さて、今国会では地方自治法の一部改正が可決されており、地方行

政を取り巻く環境も大きく変化しようとしております。本市といたし

ましても、これらの流れを受け止め、さらなる行政、財政改革を進め、
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「人・輝く安芸高田」の実現を目指してまいりたいと考えております。

皆様方の力強いお力添えをお願いするところでございます。 

本定例会へ、提案を申し上げます案件は、諮問１件、同意２件、承

認３件、及び議案２１件でございます。 

以上、よろしく審議を賜りたいと思います。 

なお、本朝５時１分地震がございました。御存じのとおりでござい

ますが、市役所では注意警戒態勢をただちにしきまして、担当部長、

担当課長が出てまいりました。また、それぞれ建設部の上水、下水の

担当、また、庶務の担当課長等が待機をいたしまして、市内の被害の

実態等については把握に努めておりますが、現在のところ、そういう

被害が、今のところは報告をされておりません。震度についても各支

所ごとの震度を見ますと、向原支所が震度４、あとの支所が全部震度

３ということでございまして、今のところは別に被害の状況の報告は

ございませんので、あわせて報告をさせていただきます。 

それでは、諮問第２号の提案理由の説明をさせていただきます。 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。 

本件は、人権擁護委員の任期満了に伴う後任候補者を、法務大臣に

推薦するにあたり、人権擁護委員法、第６条第３項の規定に基づきま

して、議会の意見を求めるものでございます。 

本年９月３０日をもって任期満了となります、八千代町の竹田昭義

委員の後任候補者として、八千代町の柳川淑子さんを推薦するもので

ございます。柳川淑子さんは、平成元年から６年間民生委員児童委員

を務められ平成７年４月から平成１６年３月まで八千代町社会福祉協

議会に勤務されました。人権問題に十分な理解があり、熱意と意欲を

持って人権擁護活動に取り組んでいただける方であり、人権擁護委員

として適任であると判断して、推薦するものでございます。 

以上よろしく審議のうえ、適当なるご意見を賜りますようお願いを

申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

お諮りいたします。 

この件に関しましては、委員会付託・質疑・討論は省略したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

これより諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めること

についての件を採決いたします。 

本案は、諮問にあった１名を適任とすることにご異議ございません

か。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、本件は諮問のあった１名を適任とすることに決定いたしま 



 9

した。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第５ 同意第２号 安芸高田市公平委員会委員の選任の同 

意について 

◯松 浦 議 長   日程第５、同意第２号、安芸高田市公平委員会委員の選任の同意に

ついての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   同意第２号、議案名、安芸高田市公平委員会委員の選任の同意につ

いてでございます。 

本件は、公平委員会委員、泉憲始委員の２年の任期が、本年６月１

４日で満了となるため、同氏を委員に再任したく、地方公務員法第９

条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

なお、公平委員会委員の任期は、地方公務員法第９条の２第１０項

で４年と定められておりますが、本市の公平委員会は、新市発足後に

新たに設置いたしましたため、最初の任期は、地方公務員法制定時の

附則第５項の規定によりまして、くじで１人は４年、１人は３年、他

の１人は２年と定めております。このことは、一度に委員が交代する

ことを避ける趣旨もあるわけでございます。 

泉憲始氏は、高宮町にお住まいで、高田郡農協では総務部長なども

歴任され、民主的で能率的な事務の処理に理解があり、人事行政にも

精通された方でございます。 

なにとぞ、ご同意をいただきますようお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   以上で提案理由の説明を終わります。 

お諮りいたします。 

この件に関しましては委員会付託・質疑・討論は省略したいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

お諮りいたします。 

これより同意第２号、安芸高田市公平委員会委員の選任の同意につ

いての件を、起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松浦議長     起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第６ 承認第２号 専決処分した事件の承認について【平 

成１７年度安芸高田市一般会計補正予算（第９号）】 

◯松 浦 議 長   日程第６、承認第２号、専決処分した事件の承認について、平成１



 10

７年度安芸高田市一般会計補正予算（第９号）の件を議題といたしま

す。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第２号、専決処分した事件の承認について、平成１７年度安芸

高田市一般会計補正予算（第９号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入予算の組み

替えをいたしたものでございます。歳入につきましては、地方譲与税

１２８万１千円、利子割交付金２６３万７千円、配当割交付金２２７

万１千円、株式等譲渡所得割交付金８５３万９千円、地方消費税交付

金４８７万６千円、自動車取得税交付金１，１２９万７千円、交通安

全対策特別交付金１０万５千円、繰入金１，６４３万２千円、市債１，

４１０万円をそれぞれ追加し、ゴルフ場利用税交付金９５０万８千円、

地方特例交付金１６０万２千円、地方交付税５，０９２万８千円をそ

れぞれ減額するものでございます。 

次に、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越

して使用できる事業として、４事業、総額で、１億３，５９０万円の

繰越明許費を追加するものであります。また、地方債の補正につきま

しては、その借り入れ限度額を、４４億５，３７０万円と定めるもの

でございます。 

以上よろしく審議のうえ、ご承認をいただきますようお願い申し上

げます。 

なお、先ほど朗読した中で、歳入の配当割交付金を数字を読み違え

ておりますので、２７７万１千円でございます。 

よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長からの要点の説明を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   それでは、平成１７年度の安芸高田市一般会計補正予算（第９号）

の要点のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、地方譲与税、また、交付金、交付税等

の額及び、起債の枠配分が３月末、県の方から確定をいたしましたこ

とから、専決処分により予算の補正をいたすものでございます。 

予算書の方でご説明をさせていただきます。まず８ページをお開き

願いたいと思います。 

歳入でございますが、２款の地方譲与税、２項の自動車重量譲与税

５，４９０千円の減額で、補正後の予算額を１億９，８６７万５千円

とするものございます。 

続きまして、３項の地方道路譲与税につきましては、６７７万１千

円の増額で補正後の予算額を６，９３７万円とするものでございます。 
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続きまして、３款の利子割交付金でございます。２６３万７千円の

増額で、補正後の予算額につきましては１，７６４万７千円とするも

のでございます。 

９ページをお願いします。４款の配当割交付金、２７７万１千円の

増額で、補正後の予算額を７３２万６千円とするものございます。５

款の株式等の譲渡所得割交付金、８５３万９千円の増額は、補正後の

予算額を１，０９５万６千円とするものございます。 

続きまして、６款の地方消費税交付金、４８７万６千円の増額で、

補正後の予算額につきましては、３億１，２２１万円でございます。 

続きまして１０ページをお願いします。１０ページの７款のゴルフ

場利用税交付金でございますが、９５０万８千円の減額で、補正後の

予算額につきましては３，６４９万２千円とするものございます。８

款の自動車取得税交付金は、１，１２９万７千円の増額で、補正後の

予算額を１億５，６２１万５千円でございます。９款の地方特例交付

金、１６０万２千円の減額で、補正後の予算額につきましては、１億

１，０３９万８千円とするものございます。 

続きまして１１ページでございます。１０款の地方交付税のなかで、

特別交付税につきましては、額の確定によるものでございますが、５，

０９２万８千円の減額でございます。このことにつきましては、災害

復旧等に伴います大きな要因が他県等にございますので、そうした理

由に伴います減額が主な理由でございますが、交付税の総予算額につ

きましては、９１億９，００６万９千円とするものでございます。１

１款の交通安全対策特別交付金につきましては、１０万５千円の増額

でございます。１８款の繰入金でございますが、基金繰入金でござい

まして、財政調整基金繰入金を１，６４３万２千円増額するものござ

います。 

１２ページをお願いします。２１款の市債につきましては、起債の

大枠配分の確定により、また事業等の確定によりまして、このたび、

起債の限度額を変更させていただくものでございます。まず、２目の

民生債１９０万円、また、３目の農林水産業債５２０万円、土木債を

３４０万円、特別会計繰出債５１０万円、ぞれぞれ増額いたしまして、

９目の災害復旧債を１５０万円減額するものでございます。 

続きまして、１７ページの歳出でございます。歳出につきましては、

補正の増減の予算額はございませんが、いずれにいたしましても起債

額の確定に伴います、財源の組み替えを行っております。まず３款の

民生債につきましては、社会福祉施設費でございます特別養護老人ホ

ームのかがやきの整備事業に係ります、起債の枠配分の確定によりま

して財源の組み替えをいたすものでございます。 

続きまして４款の衛生費でございますが、環境衛生費は、コミュニ

ティ・プラント整備事業に係ります財源の組み替えでございます。 

６款の農林水産事業費でございますが、農村整備費につきましては、
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県営事業に伴います負担金に係る財源の組み替えを行っております。 

続きまして１４ページをお願いします。８款の土木債でございます

が、この点につきましては、地方特定道路整備事業に係ります財源の

組み替えを行っております。 

続きまして災害復旧費につきましては、現年災害復旧事業に係りま

す財源の一般財源との組み替えを行っておるものでございます。 

まず、３ページに戻っていただきたいと思っております。 

この３ページでございますが、繰越明許費の補正でございます。先

ほどから、歳出の方で財源組替えをさせていただきました関係もござ

います。また、簡易水道事業特別会計の繰出金、７７０万円、また、

農業集落排水事業の特別会計繰出金４，９８０万円、公共下水道特別

会計繰出金２，２３０万円、特定環境保全公共下水道事業特別会計の

繰出金５，６１０万円の繰越につきましては、いずれも、各事業の繰

越に伴います、繰越分の起債等の限度額を過疎債充当ということで、

今回変更をさせていただいております。過疎債充当相当額を、このた

び繰越明許費とさせていただいております。 

続きまして４ページをお願いいたします。地方債の補正でございま

すが、起債の最終枠配分の確定によりまして、民生事業債を１９０万

円増額して５億５，９４０万円、また、農林水産事業債を５２０万円

増額いたしまして１億１，５４０万円、土木事業債を３４０万円増額

し、４億３，５９０万円に特別会計の繰出金といたしまして、起債と

いたしまして５１０万円の増額、また、５億４，８４０万円に、災害

復旧費につきましては、１５０万円を減額させていただきまして２，

３５０万円といたしまして、平成１７年度におきます地方債の借入限

度額を、総額で４４億５，３７０万円とするものでございます。 

以上で要点のご説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めこれをもって討論を終結いたします。 
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これより承認第２号、専決処分した事件の承認について、平成１７

年度安芸高田市一般会計補正予算（第９号）の件を起立により採決い

たします。 

本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は原案のとおり承認することに決定されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第７ 承認第３号 専決処分した事件の承認について【安 

芸高田市税条例の一部を改正する条例】 

◯松 浦 議 長   日程第７、承認第３号、専決処分した事件の承認について、安芸高

田市税条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   承認第３号、議案名が専決処分した事件の承認について、安芸高田

市税条例の一部を改正する条例でございます。 

本案は、平成１８年４月１日から、地方税法等の一部が改正された

ことに伴いまして、安芸高田市税条例の一部を改正する必要が生じた

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したので、

同条第３項の規定に基づいて報告し、議会の承認を求めるものでござ

います。 

よろしく審議のうえ、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

市民部長 杉山俊之君。 

○杉山市民部長   それでは、承認第３号、専決処分した事件の承認についてという関

係でございますが、お手元に予めお配りしております、定例会資料を

ご覧いただきたいと思います。承認第３号の関係でございます。 

それでは、税条例の改正についてでございます。資料１ページ目の

市民税についての改正の説明をさせていただきます。表の説明につき

ましては、改正条項、規定の内容、改定の内容の順に説明を申します。

まず、最初に改正条項の第２４条第２項でありますが、規定の内容は、

個人市民税の均等割非課税限度額の範囲の規定でございます。改正の

内容は配偶者、または扶養がいる場合の１人当たりの加算額の減額で

あります。現行では１７万６千円でございますが、改正は１６万８千

円となり、８千円の減額となります。その下に計算式を書いてありま

すが、ご覧をいただきたいと思います。 

次に第３１条第２項の関係であります。内容は法人市民税均等割の

適用税率についての関係でございまして、改正の内容は、資本等の金

額を資本金等の額にする読み替え規定でございます。それから附則第



 14

５条第１項でございますが、規定の内容は所得割の非課税の限度額の

範囲でございまして、均等割と同じく１人当たりの加算額の減額であ

ります。現行が３５万円を３２万円に改正するものでございます。計

算式を示しておりますのでご覧いただきたいと思います。 

次に固定資産税に関する改正でございます。まず６１条第９項及び

第１０項でございます。規定の内容は住宅用地、小規模住宅用地に係

る減額措置でございます。改正の内容は、文化財保護法による指定家

屋等の宅地を新たに対象にしたものでございます。２００平方メート

ル以下の宅地については６分の１の課税、それから２００平方メート

ルを超えるものにつきましては、３分の１の課税でございます。対象

面積の限度でございますが、占用住宅床面積の１０倍までが対象にな

るということでございます。 

それから附則第１０条の２でございます。新築住宅等の減額を受け

ようとするものの申告手続きにつきまして、記載をしております。改

正の内容でございますが、特定優良賃貸住宅の特例が１８年３月３１

日で期限切れになることに伴う対象項の配置と、既存住宅を耐震改修

した場合の固定資産税の２分の１の減額する制度で、創設に伴う申告

について新たに加えられたものでございます。耐震改修の減額措置の

条件等でございますが、工事費が３０万円以上のもの、１戸あたりの

面積が１２０平方メートル相当分まででございます。減額期間は平成

２８年度までで、改修年度と減額期限は後日送付させていただきまし

た、別表の説明資料のとおりでございます。その他、上記改正に伴う

条項異動及び、軸の整理を行っております。 

２ページでございます。附則１０条の３でございます。阪神・淡路

大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申

告の関係でございまして、特定優良賃貸住宅の減額特例の期限切れに

よる対象項の廃止に伴う字句の整理でございます。 

次に附則第１１条でございます。土地に対する固定資産税の課税特

例に関する用語の意義についての項でございますが、特例対象年度が

１８年度から、平成２０年度まで延長されたことと、住宅用地と商業

地等２項目が新たに加えられたものでございます。 

次に附則第１１条の２でございます。土地の価格の下落修正措置で

ございます。修正措置ができるように平成１９年度、２０年度と引き

続き延長を開催をされたものでございます。 

次に附則第１２条第１項でございますが、宅地等の負担調整率につ

いてでございます。平成１８年度から算出方法が変更されました。改

正の内容欄に計算式を載させていただいております。前年の課税標準

額に負担調整率を乗じて、課税標準額を算しておりましたが、改正後

につきましては、前年度の課税標準額＋課税年度の評価額×５％で課

税標準額を出すことになりました。 

なお、この計算式に伴いまして、次の２項から第６項において、次
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のように調整措置が設けられたものでございます。まず、第２項でご

ざいますが、（ア）として、前年度の課税標準額が８０％以上の場合に

つきましては、前年度の課税標準額を据置ということでございます。

それから、（イ）として、前年度の課税標準額が８０％未満の場合でご

ざいますが、先の附則第１２条の第１項の計算式で行います。計算し

た額が８０％を上回る場合は８０％とし、２０％を下回る場合は２

０％とするものでございます。次に（ウ）の前年度の課税標準額が１

００％以上の場合は１００％といたします。 

次、３ページが商業地等について、同じく課税年度の評価額と比べ

て、前年度の課税標準額が７０％を超える場合は７０％、（イ）として、

６０％以上７０％以下の場合は前年度の課税標準額として、据置とい

うことでございます。それから（ウ）として、前年度課税標準額が６

０％を上回る場合は６０％と。また、２０％を下回る場合は２０％と

いうことでございます。したがいまして、課税年度の評価額２０％を

下回ることがなくなるということでございます。 

それから、附則第１２条の２でございますが、改正による条項の削

除、または特例措置の期間の延長でございます。 

それから、附則第１３条でございます。農地の課税の特例でござい

ます。これも負担措置の延長でございます。１８年度から２０年度ま

でということでございます。 

それから、附則第１３条の３でございますが、これは廃止による削

除ということでございます。それから、附則第１４条でございますが、

免税点の適用に関する特例でございます。免税点の適用につきまして

は、課税の特例を伴う土地について、特例適用後の非課税標準、適用

後の課税標準額とするというものでございます。 

次に特別土地保有税に関する改正でございます。附則第１５条の２

でございますが、宅地等に係る固定資産税の課税の特例対象の課税に

ついてでございまして、附則１２条、附則第１２条の２の改正に伴う

改正でございます。この条例の改正は１８年４月１日から施行すると

いうことでございます。改正の条例に返っていただきまして、附則施

行期日でございますが、経過措置としては今までの関係は従前の例に

よる、従前規定でございます。 

以上で説明を終わります。 

◯松 浦 議 長      以上で要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより承認第３号、専決処分した事件の承認について、安芸高田

市税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８ 承認第４号 専決処分した事件の承認について【安 

芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例】 

◯松 浦 議 長   日程第８、承認第４号、専決処分した事件の承認について、安芸高

田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案名が、専決処分した事件の承認についてでございます。 

承認第４号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

でございます。 

本案は、平成１８年４月１日から、国民健康保険法施行令の一部が

改正されたことに伴いまして、安芸高田市国民健康保険税条例の一部

を改正する必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定に

よりまして専決処分したので、同条第３項の規定に基づいて報告し、

議会の承認を求めるものでございます。 

よろしく審議のうえ、ご承認を賜りますようにお願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

市民部長 杉山俊之君。 

○杉山市民部長   続きまして、承認第４号の専決処分の承認についての説明を申し上

げます。 

先ほどの説明資料の４ページをご覧いただきたいと思います。 

第２条第３項及び、第１３条第１項の関係でございます。介護給付

金の課税限度額の改正でございまして、限度額を改正前は８万円から

９万円に改正するものでございます。 

それから、附則第６項でございますが、公的年金等所得に係る国保

税の課税の特例でございます。公的年金控除の見直しに伴いまして、

経過措置が講じられたため、字句の修正が生じたものであります。 
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附則第７項から第１０項までは、公的年金控除による見直しによる

経過措置でありますが、平成１７年１月１日現在で６５歳以上のもの

に限る措置でございます。 

１８年度分の年金所得者の軽減判定について第７項が定めたもので

ございまして、通常と特例ということにしとりますが、通常について

は年金所得から１５万円か、判定所得３３万円以下について、７割均

等割、平等割を７割減額するものでございます。特例につきましては、

年金所得から２８万円を差し引いて、判定所得３３万円より低い場合

は、均等割、平等割は７割減額になるものでございます。 

それから附則第８項でございます。これにつきましては１９年度分

の軽減判定を定めたものでございます。１８年度は２８万円の控除で

ございましたが、１９年度は２２万円の控除になるわけでございます。

前項と同じく７割減額ということで計算式の方をお示しさせていただ

いております。 

それから附則第９項でございますが、１８年度分の所得割の算定に

ついて定めたものでございまして、通常ですと年金所得から３３万円

を控除して税率を上じますが、特例ではさらに１３万円の控除を加え

るものでございます。 

それから附則第１０項でございますが、同じく所得割算定の特例で

ございまして、１９年度分についての適用でございます。通常でござ

いましたら、年金所得から３３万円引いたもので税率をかけますが、

特例では７万円をさらに差し引き税率をかけるものでございます。 

５ページでございますが、以下附則の関係が今回改正で加えられま

したので、改正前の附則について随時繰り上げて、字句の整理をする

ものでございます。 

以上よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上もって要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより承認第４号、専決処分した事件の承認について、安芸高田
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市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を起立により採決い

たします。 

本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第９  議案第６７号 安芸高田市助役定数条例 

日程第１０ 議案第６８号 安芸高田市収入役の事務の兼掌に 

関する条例 

日程第１１ 議案第６９号 安芸高田市助役が安芸高田市収入 

役の事務を兼掌することに伴う関係条例の整理に 

関する条例 

◯松 浦 議 長   この際、日程第９、議案第６７号、安芸高田市助役定数条例の件か

ら、日程第１１、議案第６９号、安芸高田市助役が安芸高田市収入役

の事務を兼掌することに伴う関係条例の整理に関する条例の件まで３

件を一括議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第６７号、議案名が安芸高田市助役定数条例でございます。 
本案は、現在１名となっております安芸高田市の助役の定数を２名

とするため、地方自治法第１６１条第３項の規定に基づき、必要な条

例を制定するものでございます。安芸高田市も合併いたしまして３年

目を迎え、本年は、さらなる行財政改革を進める上で最も重要な年と

位置づけております。ついては、これらを強力に進めると同時に、行

政組織の改革と再編を図るため、助役を２名置き、さらにその呼び名

を副市長とすることで、名実ともに市長の最高補助機関として拡充し

たいと考えております。なお、これらのことは、今国会で、既に可決

されております地方自治法の改正の内容を踏まえた上の判断で、いち

早く取り組みを進めたいと考え、本定例会に上程させていただくもの

でございます。 
よろしく審議のうえ、適当なる議決を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
続きまして議案第６８号、議案名、安芸高田市収入役の事務の兼掌

に関する条例でございます。 
本案は、先ほど上程説明させていただきました、助役の定数を２名

とする条例案に関連するものでございまいして、地方自治法第１６８

条第２項、ただし書きの規定に基づきまして、本市に収入役を置かず

市長が指名した助役がその事務を兼掌する旨を定めた条例を制定する

ものでございます。今国会で審議され、既に可決されております地方

自治法の改正の内容には、収入役制度の廃止が盛り込まれており、来
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年 4 月 1 日からの施行予定となっております。私としましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、国の制度改正を待たず、改革のための大き

な推進力として、助役 2 名制を導入し、その内の 1 名に現在の収入役

の事務を兼掌させたいと考えております。 
よろしく審議のうえ、議決を賜りたいと思います。 
続きまして、第６９号議案でございます。議案名が安芸高田市助役

が安芸高田市収入役の事務を兼掌することに伴う関係条例の整理に関

する条例でございます。 
本案は、先ほど上程させていただきました副市長 2 人制導入に関連

する 2 件の条例制定議案に伴いまして、既存の 4 つの条例の文言等の

整理をするための関係条例でございます。 
よろしくご審議のうえ、議決を賜りますようお願い申し上げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

お諮りします。 

本３件につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、一括質疑

の後、所管の総務企画常任委員会に付託される予定となっております

ので、担当部長の要点の説明につきましては、省略いたしたいと思い

ます。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、要点の説明を省略したいと思います。 

これより一括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○岡 田 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １８番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   １８番、岡田でございます。 

自治法の改正に伴う先取りということが大きな理由というふうに、

私は聞き取れたんですが、それは人事権の問題ですし、市長の考え方

によると思いますけども、合併当初は、合併する前からのいきさつの

話を私なりに整理してみますと、当初は助役を２人制にするというの

が、風潮というか噂というか、流れというか、話というか、いうのが

あったかと思うんですよ。業務の今からのいろんな仕事をするのに、

この２人制の助役を置いて、副市長ということで能率を図るというこ

とも考えられますが、最初からの仕事の関係でいいますと時期的には

２年以上経過して、３年目を迎えるところで、その考え方が果たして

自治法の先取りでというだけの理由で、それと能率を上げるというこ

とが、整合性があるのかどうか、市長にひとつお伺いしときます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   この問題はそれぞれ委員会付託をされる予定になっておりますので、

委員会付託された時点で、ご説明をしていきたいと、このように考え
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ておるわけでございますが、当初から助役２人という案はあったわけ

でございます。いうのはやはり、合併した状況の中で、それぞれ６つ

の町が合併したわけでございまして、これをまとめていくことには、

やはり助役２人制度が、私は好ましいという判断はしておったわけで

ございますが、時期がなかなかこなかったということで、今回そのよ

うな方策を取らせていただきたいということで、ご提案を申し上げて

おるところでございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   今の岡田議員の質問とも関連することもあろうかと思いますし、さ

らには、議運の委員長の方で委員会付託ということなので、詳細につ

いては委員会の方でまた、議論をする場があろうと思いますが、やは

り大きな組織の改革ということで、大きな流れの部分で何点か、やは

り市民の方も大きな興味を持っておられることだと認識した中で質問

させていただきますが、国の流れ、そういったものの流れの中で安芸

高田市も組織改革するという、そういった流れは十分理解をできると

いうふうに私も認識をしております。そこで、収入役の制度をなくす

ことも含めて、安芸高田市の場合に現状、どういった課題が大きくあ

って、助役２人制にすることによって大きなメリットというのが、ど

ういったところに生まれてくるんかという大きな流れの部分を少しお

聞きをしておきたいというふうに思いますので、ご答弁をお願いしま

す。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   先ほども申し上げましたように、私、市長としては助役２人制の方

が合併当初のいろいろな課題を解決していくため、しかも合併して、

非常に広域になり、それだけに仕事も多岐にわたってきておると、そ

ういう意味で市長の下に、将来的には副市長ということになりますし、

今回は呼び名を副市長ということでやらせていただきたいと、こうい

うことで提案を申し上げておるわけでございます。 

今後２人制になったときにどのように事務を分担していくというこ

とは、後ほど委員会でもご報告をさせていただきたいと思いますが、

２人で市全体の事務の分担をしながら、市長の意を受けて、権限を持

った副市長が職員をリードしていくと、こういうことが今後大事にな

ってくるわけでございます。例えば、大きな今課題を抱えております

地域高規格道路にしても、担当部長と命を受けた副市長が、かなり積

極的に動かないと、この問題というものはなかなか前に向いていかな

いと思いますし、今後行政改革を早く組織改革をやっていきたいと、

このように考えておりますので、それも今度できる２人制副市長がリ

ードしていくとこういうようなことも我々も考えています。それから、
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今後市の予算というのはだんだん減っていかざる得ないと、こういう

こと。特に公共事業については、市が単独でやる事業というのは減っ

てくると思います。しかし今、県の予算、国の予算については、まだ

かなり私はその手の打ちようによっては、打てると考えておりますが、

そこらも今後副市長がリードしながら大きな課題を解決して、また、

一番大きな吉田町で企業が撤退したあとの問題につきましても、大き

な企業誘致の問題もあります。しかし、そこらは副市長が先頭に立っ

て、県の商工労働部と具体的な交渉をするというのは、やっぱり副市

長じゃないとできないと、このように考えておりますので、そういう

意味で今後行政改革の推進をし、大きな事業の推進をするために、こ

の権限を持った副市長２人制が、私は今後の安芸高田市の行政に役立

つというように考えております。 

○松 浦 議 長   他に質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本３件については総務企画常任委員会に付託し、審査することとい

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、さよう決定いたしました。 

お諮りします。 

ここで休憩を１１時２５分まで休憩といたしたいと思います。 

なお、本休憩中に先ほど設置されました、吉田少年自然の家調査特

別委員会の正副委員長をご選任いただきますようひとつ、お取り計ら

いをお願いします。 

議長室を利用して下さい。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時０８分 休憩 

午前 １１時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１２ 議案第７０号 安芸高田市特別職の職員で非常勤 

のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

を改正する条例 

◯松 浦 議 長   それでは時間がまいりましたので、休憩前に続き会議を再開します。 

日程第１２、議案第７０号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について

の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 
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市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７０号、議案名が安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

本案は、昨年、年１回年度末のみの支払いとなっております行政嘱

託員の報酬について、年４回の支払いに改めるために規則の改正と合

わせて行うものでございます。 

なお、本年度分については、行政嘱託員さんに口座振替の登録事務

の都合によりまして、経過措置を設けまして、年２回の支払いとさせ

ていただいておりますので、ご理解をいただきますようにお願い申し

上げます。 

次に、合わせて行う改正の中で、新たに４名の非常勤特別職の職名

と報酬の額を設けさせていただいております。 

よろしく審議のうえ、適当なる議決を賜りますようにお願い申し上

げます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   議案第７０号につきまして、要点のご説明をいたします。 

別紙一部改正によります条例の新旧対称表をお手元の方に配布させ

ていただいております。それに基づきまして、一部改正に伴います条

例のご説明をさせていただきます。 

第１条、第２条、第３条については額を定めるものでございますの

で、関連的な条文は改正をいたしておりません。 

次に第４条支給の方法でございますが、３項の方で掲げております

それぞれの支給日の支払期間ごとに、支給日の号をあとで整理させて

いただきました。この線の、旧改正前の支払の内容につきましては、

４項というかたちの方で、新たな号を整理いたしました関係でここを

抹消させていただきたいと思います。 

次に２枚目をお願いいたします。新たに４号をさせていただきまし

たのが、行政嘱託員設置規則に対応する支給日を、ただし書き規定、

支払日についても準用するということで、３号に掲げておりました条

文をこのように、（１）１月から３月まで３月２０日、（２）４月から

６月まで６月２０日、（３）７月から９月まで９月２０日（４）１０月

から１２月まで１２月２０日ということで、この行政嘱託員の報酬等

に改正をさせていただいたものでございます。 

続きまして、条文の整理でございますが、４号の中で掲げておりま

す、条文につきましては、それぞれ整理をさせていただき、額等の関

係につきましては、規則の方で定めをさせていただいておるところで

ございます。 

続きまして、４号を加えた関係で４を５、５号を６号にお願いをし

たいと思っております。 
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続きまして別表の関係でございますが、別表の関係につきましては、

第２条、第３条関係につきまして、一番最後に子どもの体力向上実践

事業安芸高田市実行委員会委員、日額１万３千円ということが一番最

後にございますけども、この項目の行を別表改正後に改正をしていた

だきたいと思っております。このことにつきましては、非常勤特別職

を４名ほど追加いたすものでございます。追加いたします案件につき

ましては、障害認定審査会の委員、日額１万４千円、続きまして地域

包括支援センター運営協議会委員、日額７千円、地域密着型サービス

運営委員会委員、日額７千円、健康増進計画策定委員会委員、日額７

千円とするものといたします。附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行し、平成１８年４月１日から適用するものでございます。

経過措置といたしまして、２項目の中に掲げておりますが、行政嘱託

員に関連いたしまして、平成１８年４月から９月までの期間に対応す

る報酬の支給につきましては、第４条第４項の規定にかかわらず１２

月２０日としていただきたいと思っております。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

◯松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

お諮りします。 

本案は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りいたします。 

これより議案第７０号、安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についての件

を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１３ 議案第７１号 安芸高田市税条例の一部を改正す 

る条例 
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日程第１４ 議案第７２号 安芸高田市障害認定審査会の委員 

の定数等を定める条例 

日程第１５ 議案第７３号 安芸高田市乳幼児医療費支給条例 

の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第７４号 安芸高田市ひとり親家庭等医療費 

支給条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第７５号 安芸高田市重度心身障害者医療費 

支給条例の一部を改正する条例 

◯松 浦 議 長   この際、日程第１３、議案第７１号、安芸高田市税条例の一部を改

正する条例についての件から、日程第１７、議案第７５号、安芸高田

市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例についての件

まで５議案を一括議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長、児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７１号、議案名が安芸高田市税条例の一部を改正する条例、

提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、平成１８年４月１日から、地方税法等の一部が改正された

ことに伴いまして、安芸高田市税条例の一部を改正する必要が生じた

ものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

次に議案第７２号でございます。安芸高田市障害認定審査会の委員

の定数等を定める条例でございます。 
本案は、障害者自立支援法第１５条の規定に基づきまして、障害者

の障害程度区分の判定等を行う審査会の設置が義務づけられました。

同法第１６条の規定によりまして、委員の定数を定めるための条例を

制定するものでございます。 
よろしくお願い申し上げます。 
議案第７３号、安芸高田市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する

条例でございます。 
本案は、乳幼児の疾病の早期発見及び治療を促進し、もって乳幼児

の健やかな育成を図るとともに、少子化社会に対応しつつ、安心して

子どもを生み、育てることができる社会への第一歩とするために所得

制限の撤廃を行い制度の拡充を図るものです。 
よろしく審議を賜りたいと思います。 
続きまして第７４号、安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例の

一部を改正する条例でございます。 
本案は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の健康の向上と生活の

安定を図るとともに、ひとり親家庭等医療費助成制度を、今後とも安

定的で持続可能な制度として実施していくため、受益と負担の関係を

見直すための改正を、県の制度に準じて行うものでございます。 
よろしくお願いいたします。 
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続きまして、議案第７５号でございます。安芸高田市重度心身障害

者医療費支給条例の一部を改正する条例でございます。 
本案は、障害を持っておられる方々の保健の向上福祉の増進及び重

度心身障害者医療費助成制度を、今後とも安定的で持続可能な制度と

するために受益と負担の関係を見直すことを目的とした改正で県の制

度に準じて行うものでございます。 
よろしく審議を賜りたいと思います。 
以上でございます。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

お諮りします。 

本５件につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、一括質疑

の後、所管の文教厚生常任委員会に付託される予定となっております

ので、各担当部長の要点の説明にいたしましては、省略いたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、要点の説明を省略いたします。 

これより一括質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本５件については、文教厚生常任委員会に付託し、審査することに

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、よってさよう決定いたしました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１８ 議案第７６号 安芸高田市土地開発公社の定款の 

一部変更について 

◯松 浦 議 長   日程第１８、議案第７６号、安芸高田市土地開発公社の定款の一部

変更についての件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７６号、議案名が安芸高田市土地開発公社の定款の一部変更

についてでございます。 

本案は、総務省自治行政局からの通知で、土地開発公社経理基準要

綱の一部が改正されたことによりまして、安芸高田市土地開発公社の

定款に定めてあります文言の一部を整理する必要があるため、公有地

の拡大の推進に関する法律、第１４条第２項の規定に基づき議会の議
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決を求めるものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   それでは、議案第７６号の提案理由のご説明をさせていただきます。 

資料をおつけさせていただいておりますが、新旧対称の方をご覧い

ただきたいと思います。ただいま市長の方から提案理由ございました

ように、国の通達に基づきまして要項の一部が改正されたわけでござ

います。それに伴いまして、文言を整理させていただきました。第２

０条の資産のところで、基本財産及び運用財産とありますものの及び

運用財産を削除いたしまして、この土地開発公社の資産は基本財産と

するということに、表現を変えさせていただいております。 

また、附則といたしまして、平成１８年２月２４日に土地開発公社

の理事会の方で議決をいただいておりますので、それを付け加えさせ

ていただく。なお、施行期日といたしましては、この定款は広島県知

事の許可のあった日から施行するということになっております。 

以上でございます。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りします。 

これより議案第７６号、安芸高田市土地開発公社の定款の一部変更

についての件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１９ 議案第７７号 安芸高田市非常勤消防団員に係る 
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退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する 

条例 

○松 浦 議 長   日程第１９、議案第７７号、安芸高田市非常勤消防団員に係る退職

報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたし

ます。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提案者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第７７号、安芸高田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

本案は、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災

害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が改正され、共済基金

から、市町村に支払われる退職報償金が増額されたことに伴い、安芸

高田市の非常勤消防団員の退職報償金の改定をお願いするものでござ

います。 

よろしくお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

消防長 竹川信明君。 

○竹川消防長   失礼いたします。竹川と申します。よろしくお願いいたします。 

安芸高田市消防非常勤消防団員の退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例についての要点をご説明いたします。 

本案につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済に関する

法律施行令の一部が改正され、共済基金から市町村に支払われる退職

報償金の一部がそれぞれ、２千円増額されたことに伴い、安芸高田市

の非常勤消防団員の退職報償金も同様に２千円増額いたすものでござ

います。 

なお、改正の２千円それぞれ３段階ございまして、１０年から５年

ごとに、あるいは１０年から１５年、２０年から２５年、それぞれに

在職した団員さんにかかる報償額が各２千円ずつ増額をされたもので

ございます。なお、施行につきましては、１８年の４月１日から施行

ということでございます。従前の団員の経過措置につきましては、内

払い規定で今後は調整していくことになります。 

以上です。 

○松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 
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本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りします。 

これより議案第７７号、安芸高田市非常勤消防団員に係る退職報償

金の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を起立により採決い

たします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２０ 議案第７８号 平成１８年度安芸高田市一般会計 

補正予算（第１号） 

◯松 浦 議 長   日程第２０、議案第７８号、平成１８年度安芸高田市一般会計補正

予算（第１号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

◯児 玉 市 長   議案第７８号、平成１８年度安芸高田市一般会計補正予算（第 1号）

でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、４，５

６４万３千円を追加し、予算の総額を２０８億５６４万３千円とする

ものでございます。 

歳入につきましては、県の支出金１６０万８千円、繰入金が３，４

９３万５千円、諸収入９１０万円をそれぞれ追加するものでございま

す。 

歳出につきましては、総務費８，１７１万２千円、衛生費４，９６

６万７千円、農林水産業費２，４６６万４千円、商工費６５万４千円、

教育費２，５２４万９千円をそれぞれ追加し、議会費７１２万５千円、

民生費１億９７９万６千円、土木費１，４９７万５千円、消防費４４

０万７千円をそれぞれ減額するものでございます。 

また、債務負担行為の補正につきましては、県営一般農道整備事業・

中馬トンネル工事負担金として、平成１８年度から平成２０年度まで

の期間で、２億円の債務負担の限度額を設定するものでございます。 

以上よろしく審議のうえ、適当なる議決を賜りたいと思います。 
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◯松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   それでは初めに、このたびの補正予算につきましては、先般に、皆

様に議案書とともにお配りさせていただいております、平成１８年の

安芸高田市議会６月定例会予算議案説明資料によりまして、まず概要

の説明をさせていただきたいと思っております。 

まず１ページでございますが、１につきましての会計別の、予算の

状況でございます。一般会計の補正額につきましては、４，５６４万

３千円を計上しております。補正後の累計額につきましては、２０８

億５６４万３千円となり、前年同期に比べまして、９０．７％で、９．

３％の減となっております。このたび、一般会計他に、９の特別会計

の補正も計上いたしております。概要につきましては、２ページをお

願いをいたしたいと思いますが、このたびの補正につきましては、４

月１日発令の職員の人事異動に伴いまして、各費目、各特別会計にお

きます、職員給与費を補正をいたしたものでございます。一般会計に

おきます補正のうち、職員給与費の補正に伴いますものは、一般会計

職員分が２０１万１千円の増額で、特別会計の職員給与に係る補正に

つきましては、各特別会計への繰出金による調整を行いまして、そこ

に総計として掲げておりますが、３，４８９万９千円の減額となり、

あわせて３，２８８万８千円の減額となっております。このことにつ

きましては、一般会計所管の職員は、当初予算対比で２名の増、４４

８名、特別会計は３名減の４４人となっております。また、条例の一

部改正によりまして、議員報酬の額につきまして、昨年度に引き続き

まして５％減額措置を行っております関係で、議員人件費を６８５万

３千円の減額といたしておるものでございます。 

続きましてこれら人件費の減額、また減額補正の財源及び歳入補正

の余剰財源を、財政調整基金といたしまして６，９０９万５千円を積

立いたしております。 

一般行政経費の補正につきましては、扶助費が４２３万８千円減額、

物件費を１，０８８万８円増額、補助費は９６３万９千円増額いたし

ております。 

次に特別会計の補正につきましては、国保、また介護保険、また介

護サービス、公共下水、特環、農集、浄化槽、簡水の８つの特別会計

は、一般会計と同様に、職員の人事異動等に伴います、職員の給与費

の補正をいたしたところでございます。老人保健特別会計につきまし

ては、前年度の医療費の確定に伴いまして、事業費の精算によりまし

て、一般会計の方に繰入をさせていただいておるところでございます。 

続きまして３ヘージ、また４ページにつきましては、一般会計の各

款別の歳入予算及び歳出予算補正の概要を記載したものでございます。

詳細につきましては、後ほど、補正予算書の事項別明細書によりまし
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てご説明をさせていただきたいと思っております。 

続きまして５ページをお願いします。補正額の性質別経費を掲げて

おります関係で、人件費につきましては、先ほどご説明をさせていた

だいております、削減によります議員人件費が６８５万３千円の減額、

また特別職人件費の共済費が６万５千円の減額、一般職員の人件費が

２０７万６千円の増額で、総額は、４８４万２千円の減額となってお

ります。扶助費につきましては、医療費の一部負担導入によりまして、

重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費４２３万８千円の減額が主

なるものになっております。物件費につきましては１，０８８万８千

円でございまして、乳幼児医療費等の電算システムの改修、またエネ

ルギー教育推進事業教材費、また教育委員会によります職員の育休の

代替賃金、また試掘調査委託経費を計上いたしております。積立金で

ございますが、財政調整基金積立金といたしまして、６，９０９万５

千円を計上いたしておるところでございます。 

繰出金につきましては、３，４８９万９千円の減額で、特別会計所

管の職員の人事異動に伴いました、職員給与費相当額の繰出金の減で

ございます。 

７ページをお願いします。７ページにつきましては、性質別に伴い

ます、経費の用語の解説を記載さしていただいたものでございます。

８ページにつきましては、節別の補正予算額、また、９ページ、１０

ページにつきましては、款別の節ごとの補正額を掲げております。一

読をお願いしたいと思っております。 

続きまして１１ページ、１２ページをお開きいただきたいと思いま

す。一般職の人件費の補正の総括表を作成させていただいております。

費目別に、左が補正後の数値で、中央が補正前の数値でございます。

右の欄が増減で比較させていただき、このたびの補正額の内容になっ

ておるものでございます。まず、一般会計所管の職員総数につきまし

ては、４４８人で、補正前と比較すると２名の増ということでござい

ますが、補正後の職員給与費の総額につきましては、３９億８，０６

５万５千円でございます。 

右の欄の費目間の職員数の主な増減の理由でございますが、３款の

民生費、社会福祉総務費、６人の減は、保健師の一部を４款の保健衛

生総務費の費目に変更いたしております。同様に、３款の民生費の保

育所費の中で６人の減につきましては、保育所配置の給食調理員の一

部を１０款の教育費の学校給食費、また、給食センターに配置換えし

たことによるものでございます。 

６款でございますが、農業総務費の４人の増につきましては、管財

課の地籍係の職員を農林整備課に課の配置換えをしたことによるもの

でございます。 

１０款でございますが、教育費の中で社会教育総務費と保健体育総

務費の増減につきましては、各事務事業につきまして職員配分を考慮
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し、費目替えをしたものでございます。 

続きまして特別会計所管の職員総数につきましては、下段の段にま

とめておりますが、４４人でございます。特定環境保全公共下水道事

業特別会計、また農業集落排水事業特別会計、簡易水道事業特別会計

所管の職員がそれぞれ１名ずつ減少いたしまして、補正前と比較する

と３名の減で、一般会計、特別会計を合わせて総員数４９２名、当初

予算と比較すると１名の減、予算額で３，２８２万３千円の減となっ

ておるものでございます。１名の減につきましては、予算、３月の調

整後において職員の方の退職願が出たものでございます。職員の早期

希望退職申し出によるものでございます。職員給与費の減につきまし

ては、先般の給与条例等の改正に伴いまして、定期昇給者の大幅な減

少、また、管理職手当の支給率の改正による支給等も行っております。

そういうものが主な職員給与費の減額の要因となっております。 

続きまして補正予算書の方の議案第７８号の補正予算の１号でござ

いますが、予算の概要をご説明をさせていただきます。 

予算書の８ページをお開きいただきたいと思います。 

まず歳入でございますが、１５款の県支出金、２項の県補助金、民

生費の県補助金２１１万９千円の減額につきましては、医療費に公費

負担事業の一部負担制度の導入に伴いまして、重度心身障害者・ひと

り親家庭等医療費公費負担事業費に県補助金が減でございます。 

続きまして６目の教育費の県補助金、３７２万７千円の増額でござ

いますが、国の方の補助金のエネルギー教育推進モデル地域事業の補

助金といたしまして、事業費の１０割の補助を受け取るものでござい

ます。 

１８款の繰入金でございます。１項の特別会計繰入金、１目の老人

保健特別会計繰入金３，４９３万５千円の増額につきましては、平成

１７年度の老人保健特別会計の医療費等の精査に基づきまして法的に

繰出をさせていただいとりますその額の精算の返納でございます。 

２０款の諸収入、雑入でございますが、９１０万円の増額につきま

しては、社団法人の自治総合センターからの、事業費の１０割助成の

コミュニティ助成事業助成金を計上するものでございます。 

続きまして９ページをお願いします。歳出の関係でございます。こ

のたびの歳出補正の２節の給料、また３節の職員手当、４節の共済費

の職員人件費の増減につきましては、職員の人事異動等によりまして、

それを整理したものでございます。 

まず１款の議会費７１２万５千円の減額につきましは、当初予算編

成後の条例の改正に伴いました議員さんの報酬の減の６８５万３千円、

また一般職員人件費２７万２千円の減でございます。 

２款の総務費でございますが、１目の一般管理費の方で、４１５万

２千円の減額につきましては、職員人件費の減でございます。 

６目の基金管理費６，９０９万５千円の増額につきましては、予算
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の整理をさせていただき、財政調整基金に基金の積立とするものでご

ざいます。 

１２目の自治振興費９１０万円の増額につきましては、先ほどご説

明いたしましたコミュニティ助成金の財源といたしまして、地域振興

会へのコミュニティ助成事業助成金でございます。 

続きまして１０ページお願いします。２項の徴税費でございますが、

２６万７千円の増額、３項の戸籍住民基本台帳費の１，５１３万４千

円の増額、４項の選挙費１４５万２千円の減額、１１ページにまいり

まして、５項の統計調査費４９４万７千円の減額、６項の監査委員費

１３３万３千円の減額は、いずれにいたしましても職員の異動により

ます職員給与費の補正等でございます。 

３款の民生費、社会福祉総務費３，９８７万５千円の減額につきま

しては、職員人件費に伴いまして３，８３３万２千円の減額、また国

民健康保険特別会計に伴います、人件費補正相当額の繰出金の減が主

たるものでございます。 

１２ページをお願いします。 

３目の老人福祉費でございますが、１，３０１万９千円の減額につ

きましては、介護保険また、介護サービス特別会計の人件費補正相当

額の繰出金の増減でございます。 

５目の社会福祉医療公費負担事業費、２６１万６千円の減額につき

ましては、乳児医療の所得制限緩和等に伴います、電算システムの改

修委託費を８３万２千円計上いたしまして、医療費公費負の一部負担

制度導入に伴います重度心身障害者医療扶助費を、３４４万８千円減

額するものでございます。 

続きまして７目の人権会館費５万４千円の増額、また２項の児童福

祉費、保育所費で５，３５５万円の減額としては、職員給与費の補正

でございます。 

次に５目の児童福祉医療公費負担事業費７９万円の減額は、医療費

公費負担の一部負担制度導入に伴いました、ひとり親家庭等医療扶助

費の減が主たるものでございます。 

１３ページをお願いいたします。４款の衛生費でございますが、１

目の保健衛生総務費６，０５３万２千円の増額につきましては、職員

人件費の補正でございます。 

４目の環境衛生費、１，０９３万円の減額につきましては、簡易水

道及びまた、浄化槽整備事業特別会計の人件費補正相当額の繰出金の

増減でございます。 

続きまして２項の清掃費で、２目のし尿処理費６万５千円の増額は

職員人件費の補正でございます。 

１４ページをお願いします。６款の農林水産業費の、２目の農業総

務費２，４０２万円の増額につきましては、職員人件費２，８９７万

６千円の増、及び農業集落排水事業特別会計の人件費補正相当額の繰
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出金、４９５万６千円の減が主なものでございます。 

２目の林業費でございます。1 目の林業総務費６４万４千円の増額

につきましてと、７款の商工費の、商工総務費６５万４千円の増額、

１５ページの８款の１目の土木総務費４５０万３千円の増額、２項の

道路橋梁費におきます、１目の道路橋梁総務費の１，５１５万５千円

の減額及び１６ページお願いします。１目の都市計画総務費２万７千

円の増額は、それぞれ職員の異動に伴います人件費補正分でございま

す。 

続きまして２目の公共下水道費でございますが、４４５万１千円の

減額につきましては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事

業特別会計の人件費の補正の相当額の繰出金の増減でございます。 

５項の住宅費でございます。１目の住宅管理費の１０万１千円の増

額、１７ページにいきまして、９款の消防費、常備消防費４４０万７

千円につきましては、職員人件費の補正でございます。 

１０款の教育費でございますが、２目の事務局費８５万４千円の増

額は、職員人件費２８７万３千円の減額、また学校管理費３７２万７

千円の増額につきましては、教育費の県補助金の全額補助の財源とい

たしまして、小中学校で、実験やものづくり体験を通しまして、目に

見えにくいエネルギーというものを、いかに実感のあるものにしてい

くかという教育を実践する、エネルギーの教育の推進モデル事業の事

業費でございます。８節の報償費でございますが、５３万９千円につ

きましては、エネルギーの教育推進講師等に伴います謝礼金、１１節

の需用費につきましての３８万５千円は、エネルギーに伴います教育

教材費、１４節につきましては使用料賃借料で３９万１千円は、エネ

ルギー教育実施の研修バス借上料でございます。 

また１８節の備品購入費につきましては、２４１万円ということで、

風力・太陽光発電システム等の実験のための教育備品を計上させてい

ただいたものでございます。 

続きまして１８ページをお願いいたします。４項の幼稚園でござい

ますが、１目の幼稚園費５万３千円の増額につきましては、職員の人

件費の補正でございます。 

５項の社会教育費につきましての１目の社会教育総務費、３，２７

８万４千円の増額は、職員の人件費３，１５１万６千円の補正、また

７節の賃金１２６万８千円につきましては、教育委員会の育児休業代

替職員として賃金９ヵ月分を計上をいたしたものでございます。 

続きまして８目の文化財保護費でございます。５６０万円の増額で

ございますが、史跡の試掘調査費といたしまして、吉田地域開発事業

に係る試掘、また、吉田保育所建設事業に係ります試掘、吉田豊栄線

道路改良に係る試掘、３ヵ所の試掘調査の委託費を計上いたすもので

ございます。 

１９ページの方をお願いいたします。６項の保健体育費、１目の保
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健体育総務費４，３１２万４千円の減額、３目の学校給食費２，９０

８万２千円の増額につきましては、職員人件費の補正を掲げておるも

のでございます。 

続きまして２０ページ、２１ページにつきましては、特別職また、

一般職の給与費用の明細を記載をさせていただいております。 

５ページに戻っていただきたいと思っております。５ページでござ

いますが、債務負担行為の追加でございます。広島県が実施します県

営の一般農道整備事業、中馬地区の中馬トンネル工事の市の負担金と

して、平成１８年度から平成２０年度までの期間で、限度額を２億円

とする債務負担を設定いたすものでございます。この事業につきまし

ては、広島県が平成１８年１０月から平成２０年９月の工期の予定で、

トンネル本体工事の起点側８４．５メートルと終点側７０メートルの

付帯道路工事を実施いたしまして、平成２０年度内でトンネルの開通

を計画しておるところでございます。この事業負担金につきましては、

安芸高田市が事業費の２５％を負担するというものでございます。負

担金の財源等につきましては、従前の事業から合併特例債を充当いた

しております。 

以上で要点の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

◯松 浦 議 長   以上で要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

質疑は午後にさせていただきまして、この際１時１５分まで休憩に

いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ０時１０分 休憩 

午後  １時１５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   それでは時間がまいりましたので、休憩前に引き続き会議を再開い

たします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○松 村 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   ９番 松村ユキミさん。 

○松 村 議 員   県補助金の中で、エネルギー教育推進モデル地域事業補助金となっ

て３７２万７千円、それに伴いまして教育費の中で備品料とか、それ

からバス借上料という説明をいただいたわけでございますが、これは

市内の小学校１３校、中学校６校、この中で指定校が何校か決定して

おるのかどうかということと、これは単年事業なんでしょうか、継続

なんでしょうか、お伺いいたします。 

○松 浦 議 長   沖野教育次長。 

答弁を求めます。 

○沖野教育次長   失礼いたします。 
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エネルギー教育推進モデル地域事業でございますけれども、これは

地域を指定いたしまして、本来は国の事業でございますけれども、広

島県の指定というかたちで１地域を規定をしております。地域で申し

ますと、根野小学校と八千代中学校が研究校に該当しておりまして、

これが１年の期間になっております。 

なお、この内容につきまして成果を県内に広めるという、そういう

役割を担っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   よろしいですか。 

他に質疑ありませんか。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   明木一悦君。１番。 

○明 木 議 員   議長。９１０万、コミュニティ助成金ということで出てますけど、

これの使用用途は歳出の方ではどちらにあがってきておるのか、説明

をされていたんだったら、聞き漏らしたところがあるかもしれません

ので、もう一度お願いします。 

○松 浦 議 長   田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長   これは総務部長が説明しましたように、財団法人自治総合センター

から宝くじの収益の一部を充てまして、コミュニティ助成事業として、

そうしたコミュニティ団体等へ助成を１０割補助で行われるものでご

ざいます。今年度は内示が既にございまして、甲田町の井才田、これ

につきましては、休憩所、簡易トイレ等々で２５０万。それから吉田

町の可愛地区の地域振興会、これはイベント用のテント、いす等でご

ざいますが、これで１５０万円。それから吉田町の丹比地区の振興会、

これもテント、はんてん等でございますが、これが１２０万円。美土

里町の横田振興会、これはテント、ジャンパー、グランドゴルフセッ

ト等々で１６０万円。それから美土里町の本郷地域づくり協議会、こ

れはイベント等用の音響設備でございますが、２３０万円。以上、５

振興会に対して９１０万の内示をいただいております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

○今 村 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １６番 今村義照君。 

○今 村 議 員   人件費の方の税の関係でお伺いいたします。 

社会福祉総務費、それから保健衛生総務費、社会教育総務費、学校

給食の関係で数名の人事の異動があるわけでございます。これらの関

係の主な視点・観点はいかなることで、こういう体制になったのか、

ご説明をもう少し詳しくお願いをしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

答弁願います。 
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○新川総務部長   このたびのそうした施設関係の関係になってこようと思いますが、

基本的に社会福祉施設につきましては、保育所の給食調理現場、それ

と学校教育の関係におきましては、給食調理場等の職員の人事異動等

に伴います関係でございます。保育所の関係によりますと、業務委託

で実施いたし、また職員も貼り付けということがあったわけですが、

時間的な関係とか、その以前は給食センターの中で保育の給食調理業

務も実施していた関係でございます。そういうことも、ある程度整理

をさせていただいて、保育部門における分野と、学校における給食分

野におけるものを、整理をこのたびさせていただいたということで、

そこの人件費にかかります増減の人数が出ているものと判断をさせて

いただいております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

他に質疑ありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   はい。何点かご質問したいと思いますが、まず、予算書のページに

沿ってお伺いしたいと思いますが、まず１点めは、９ページの基金管

理費、これが、今回財政調整基金として６，９０９万５千円ですか、

積み立てるようにしてありますが、この時期にこれだけの額をすると

いうことの背景といいますか、その辺についてまず１点お伺いしたい

というふうに思います。 

それから、２点目は、１３ページの衛生費関係に関わることで、こ

の補正予算書にはないんですが、今回の補正で何か出てくるのかなと

いう気がしておりましたが、何も出てなかったということで、お聞き

するんですが、最近新聞等に出ております吉田多治比の中間処理施設

ですか、産廃の安芸美土里、この状況は新聞紙上に出ておりますが、

県の指導を受けながら取り組みをしているということがありますが、

市の方も担当部の方で、関わりをもっておられるというふうなことを

聞いておりますが、こういった流れの中で、市の予算に関係して、何

か動きが出てくる可能性はないのかどうか、これについて１点お伺い

をしておきたいと思います。 

それから、１８、１９ページの関係で、先ほどの同僚議員の質問と

も、多少関連する部分もあるかもわかりませんが、もう少し内容の詳

細についてお聞きしたいということで、確認の意味も含めてお聞きし

ますが、社会教育総務費の一般職員人件費が３，１５１万６千円とい

うものが出ておりますが、これの中身についての、詳細についてもう

少しご説明を願いたいと思います。合わせて１９ページの学校給食費

これについても、先ほど来から、多少あったというふうに思いますけ

ども、一般職員の人件費が２，９０８万２千円、かなり大きな額が出

ておりますが、これについての背景についてお伺いをしたいと思いま
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す。 

それから、最後の１点ですが、補正予算の議案説明資料、これが今

回出ておりますが、非常にわかりやすい、ご丁寧な説明が書いてあり

ますので、質問も非常にしやすい状況にしていただいておりますので、

少し聞いてみたいというふうに思いますが、最後の１１ページ、１２

ページの人件費の補正総括表という流れの中で、総務部長からそれぞ

れ説明がありましたが、全体については、大体わかりましたけれども、

特に大きな人事といいますか、職員の数の異動がありました。これに

ついても、先ほど来から、いろいろと説明の関連もあったかというふ

うに思いますが、もう少し、深入って、特に担当の部長さんにお聞き

したいと思いますが、例えば、民生費の社会福祉費の福祉総務費が４

６人が４０人になり、保育所費が６０人が５４人になったとか、ある

いは、農林水産業費の１９人が２３人になったとか、かなり大きな職

員の異動があるわけですね、これについてそれぞれ、いろんな背景が

あるという話もありましたが、その辺についての職員の異動といいま

すか、人数の増減に関わる、それぞれのこういう課題があってこの職

員の異動があったんだと、あるいは、今後その部の中で、この人事配

置の中で何をポイントに業務をやっていこうかと、何の効果を求めて

こういう職員の異動があったかというふうなことを、それぞれ担当部

長の方からお聞きしたいというふうに思います。 

以上です。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

まず初めに、総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   議長。９ページの基金の関係でございます。 

確かにご承知いただきますように、６，９０９万５千円の基金の繰

り入れをさせていただいております。本来であれば、この基金の時期

の状況であろうかと思いますが、これはあと、他の特別会計との関わ

りの中で出てくると思いますけども、他会計の方の繰り入れ繰り出し

の関係の中で、この基金繰入金の歳入の財源を持たせていただきまし

た関係上、調整をさせてただいて、この６，９０９万５千円の数字を

いただいたとこでございます。基本的に今回は当然３月に作成をいた

しました、総括的な人件費の計上を人事異動前に計上させていただい

ている関係で、４月、３月に上程いたしました予算を変更して、今回

年間的な総トータルとしての人件費相当分を算出をさせていただいた

とこでございます。そういうのが主なものでございまして、先ほど来

から、緊急性を伴って財源を伴わないものが事業の枠として出ており

ます。教育委員会の予算、また、自治振興部の方のコミュニティー助

成事業ということで、一般財源を伴ってないというところがございま

すので、そういうことを重点的に整理をさせていただいておるところ

でございます。そういう状況の中で、今の老人保健特別会計の繰入金

が３，４９３万５千円の繰入金の精算をさせていただいております。
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これは当然後の他の会計も精算をしていただくということで、５月末

の出納整理をさせていただいておりますので、このことは今後の財源

の中で、特別会計との繰り入れ繰り出しの調整をさせていただいきた

いというように考えております。そういう状況でございまして、でき

るだけ一般財源で浮きました人件費相当分と、特別会計の３千数百万

のお金の財源といたしましたものが、今回基金の繰入金となったとい

う数字でございます。それと、社会教育また学校教育等の関わりの関

係でございますが、確かにご指摘いただきますように、社会教育でご

ざいますと、保育所の関係もある程度整理をさせていただいておりま

す。それと、先ほどもご説明しましたように、保育所の給食業務と学

校給食の給食調理員さん、保育所の方に、給食調理として社会福祉費

の方から支出をいたしておりましたのが、教育委員会部局の学校給食

センターの方に配置換えをしたというような状況もございます。そう

いう状況の中で、先ほど来の数字の変動がでとるという状況でござい

ます。 

それと、農林水産業費の関係におきましては、多少の数字の増減が

出ておりますけども、これは、地籍調査事業の関係も出ておりますし、

技術的な職員配置ということで１名ほど、技術職員の配置をさせてい

ただいております。そういう関係で、農林水産業費におきます職員の

増というのは、そういう関係が主たるものであるんではなかろうかと

思っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き、市民部長 杉山俊之君。 

答弁を求めます。 

○杉山市民部長   続きまして、１３ページの環境衛生費の予算の関係、今回計上がな

いというご質問でござますが、ご承知のように、丹比にあります美土

里産業の廃棄物処理業者の関係でございますが、これは、新聞等、あ

るいはテレビ等で大きく報道され、地元住民に臭気とかあるいは、ゴ

ミが飛んでくるという大きな社会問題として報じられておるところで

ございます。これは、県が認可した産業廃棄物処理場でございますの

で、直接市が指導するということに法的根拠がございません。県の芸

北地域事務所の指導のもとに今、指導していただいておるところでご

ざいます。市といたしましても、県へ行政的な指導あるいは勧告、行

政命令等、今、県が出しておりますけども、その関係で市としてのお

手伝いする関係は、県の方から、処理場への搬入をこれ以上増やさな

いという監視のお手伝いとか、あるいは説明会等で今対応しておると

ころでございまして、直接、市の姿勢といたしましては、側を流れて

いる多治比川の廃棄物によって汚染される水質の問題で、当初予算の

中で今回発注する予定でございます。また、いろいろと予算的にいる

ことがあれば、また、次回の補正予算等でお願いしたいというふうに

考えております。現状は今説明したとおりでござます。 
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○松 浦 議 長   教育長 佐藤勝君。 

○佐藤教育長   それでは、社会教育、それから、保健体育費に関わりますことにつ

いて、人数の方から、私の方では説明をさせてもらいたいと思います

が、お手元の資料の補正予算審議説明資料、１１ページをお開きいた

だきたいと思います。そこで、まず、教育委員会関係は下の方にあり

ますけれども、補正前の社会教育総務費の職員数を１９人と、それか

ら保健体育総務費の一般職員の人数を８人、トータルで２７名という

ように計上をしております。これは、平成１７年度に配置しておりま

す教育分室あるいは、本庁の生涯学習課の職員について、社会体育担

当を計上する時に分けたわけです。と言いますのが、社会教育関係、

生涯学習関係、事業費別の予算構成をするというような予算構成の仕

方を変えました関係上、社会教育総務費の方に１９人、そして、社会

体育の方の予算額として、保健体育総務費で当初８名を計上いたしま

した。これは、各教室に１プラスの本庁２という形で８名と、そして、

その他のぶんが１９名ということで、トータルで２７名で計上したわ

けであります。４月はじめの人事異動によりまして、それが整理をい

たしまして、本庁の方のスポーツ担当のみをそこに残して、その他の

ものにつきましては、教育分室を含めて人数の整理をいたしました。

その結果、そこにありますように社会教育総務費が２３名、そして保

健体育総務費、これは、生涯学習課におります今のスポーツ振興係の

職員でございます。トータルで２５名というようにしたわけでござい

まして、予算の組み替えをさせてもらったということがあることをご

理解いただきたいとこのように思います。 

それから、給食関係のところにつきましては、先ほど、新川部長の

方から話がございましたけれども、１７年度、全部の給食センター等

の職員が１５名おりました。１５名おりましたけれども、１名定年退

職をいたしました。そういうこともありまして、保育所等に勤務して

おられました調理員さんが、学校給食関係の方の共同調理場の方へ５

名ほどおいでていただいたということで、１５引く１で１４、足す新

しく５名ほど入ってもらったということで、１９名になっておりまし

て、その差についての補正予算の計上をさせてもらっておるというこ

とでございます。 

よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   他に答弁もれはありませんか。 

福祉保健部長。 

答弁を求めます。 

福祉保健部長。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時３６分 休憩 

午後  １時３７分 再開 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   再開いたします。 

それでは福祉保健部長に代わって総務部長の新川部長が答弁します。 

○新川総務部長   議長。この保健衛生等の関係につきましては、４月１日のそうした

組織改変といいましょうか、保健師さんの退職に伴いまして、そうし

た補充をいたしておりません。そういう関係で、本庁、保健医療課の

方で、それを総括するという状況を今年度とらさせていただきました。

そのことによりまして、合併３年目の状況でござますので、ある程度

地域の統一的な保健指導という一貫の体制の中で、このたび支所にお

りました保健師を、本庁直営の直の対応をとらせていただくというこ

とで、統一的に予算の費目をそちらの方へ変更をさせていただいたと

いう状況でございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   よろしいですか。 

○熊 高 議 員   産業振興部長。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

産業振興部長 清水磐君。 

○清水産業振興部長   ６款の農林水産業費の人員の関係でございます。１７年度が１９名

から本年度２３名の４名増ということでございます。先ほども、総務

部長の方からご説明をしたところですが、事業を実施しております、

地籍調査事業に係ります業務を、農林水産課の方に１８年度から事務

を移したものでございます。この事業に係ります人員の４名を農林水

産課の方に、移した４名の増ということでございます。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   人事の職員の数とかそういったものは、いろんな関連もあると思い

ますので、それぞれの部だけじゃ答えられんというようなこともあろ

うと思いますけども、私が先ほどお聞きしたのは、人事に関しては、

各部が事業に応じて、それぞれの職員の配置を考えていく、そういっ

た流れで、最終的に人事の本締めである総務部がそういった配置等す

るのかなという気がして聞いておりましたが、総務の方で、こうやれ、

ああやれということで、すべて人事をやっておるのかなというふうな

気がしたのは、私の思い過ごしかもわかりませんが、先ほど聞いたの

は、それぞれの部の仕事をしっかりできるための人事のいろいろ考え

をもってやっておるんかなという気がしたんで、それぞれこの補正に

関係して人事が出てきたというのは、それぞれの部長が思いがあって

やったことなんかなという気がしたんで、それぞれの部長さんがどう

いった思いがこれに反映されとるかということが聞きたかったわけで、

ただ数のことだけだったら、この書類を見ればわかるわけですから。

そこらについて、私はお聞きしたいんで、もう少しそこらの意気込み
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というのがあれば、それぞれお聞きしたいと思いますし、全体の流れ

ですから、市長なり助役の方でそういった考えがあるんであればお聞

きしたいと思います。 

もう１点、産業廃棄物の中間処理施設については、市民部長の方か

らお答えがいただきましたんで、概略の流れというのはわかりました

が、最終的に不便をみる、困るというのは、地元の市民であろうと思

います。いろいろ新聞紙上等での判断しか、私はできませんけども、

県の方の指導というのが、まだ、しておるけれども、それが守られて

おらんという状況があるということですが、その指導というのが、ど

こまで徹底をしていくんか、あるいは、企業とのいろいろやり取りも

あるんでしょうから、そこらの流れの中で、手順をふんでいくという

ことも必要なんだろうと思いますけども、市として県の指導だけに頼

っておるというのが、本当にいいのかなという気がするんですね。例

えば、その事業を回転させていくためにもう少し状況を見なくちゃい

けないというようなことも、書いてあったというふうに思うんですが、

最終的に最悪の場合が出たときに、誰が責任を持つのかということで

すね。そういう時には最終的には、市民が困れば市がどうにかせんに

ゃいけんということになるというふうに思うんですね。そこらまで考

えておられるのかどうか、あるいは、もっと踏み込んで言えば、市の

条例をつくる必要があるんじゃないかなというところまで、最終的に

はくるんではないかなという気がするんですね。こういう関係にして

みればそこらの関係をもう少しお考えをお聞きしたいというふうに思

います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

助役 増元正信君。 

答弁を求めます。 

○増 元 助 役   今年度の人事の関係につきまして、総括を私の方から答弁をさせて

いただきたいと思います。この１８年度３月末におきまして、定年退

職者、あるいは中途の職員の退職ということで、１５名の職員が退職

をされました。それは当然予測をされておることでございますし、ま

た、来年度に係りましても、同じくらいの定年退職者が見込まれてお

る。また、今後も団塊の世代が順次退職をしていくということで、大

量職員が退職をしていく時代を迎えます。そういった中で、この１８

年度の人事の体制をどうするのかということでございますけれども、

まだ、合併をして３年目ということで、各事務事業の量質、それぞれ

に、これまでの慣例、縦割り、それから、事業課におきましても事業

の量等々関係があるわけでございますけども、例えば、その福祉の関

係から言いましても、もう少し事業を統合化して、生涯健康づくりと

いいましょうか、子どもから高齢者に至るまでの、総合的な健康づく

りといったようなことが、一体的にできないだろうか、あるいは、産

業振興におきましても、農業の振興、いろんなこれまでの、縦割りの
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中での取り組まれておったことを、予算も含めて少し統合化できない

だろうかといったようなことを、予算の編成の段階からさせていただ

きました。理想から言いますと、その各部、各事務量に応じた、事業

目的達成型の人事配置をしていきたいということで、理念としては持

っておりまして、各部長さんあるいは支所の支所長さんと、事前の状

況の分析はしてきたわけでございますけれども、それに、１００％応

えることにはならなかったというふうに思います。支所においては、

減員といったようなことがありますし、先ほどの様々な事務事業を分

解をし、もう１回再構築をするということで、今年度の人事配置とい

うことにさせていただいております。保健師さんにおきましても、地

域包括センターの設立に伴い、あるいは、本庁直轄の一括した行動を

とったほうがスムーズにいくんではなかろうかと。あるいは、保育所

の調理業務、そして、学校給食と、職員をどちらかに集中をさせて、

保育所の方につきましては、人的業務委託において、一括してお願い

をするといったようなこと。あるいは、地籍につきましても、産業振

興部の方で一括してやるといったようなことでの、人事配置となって

おります。現場の部長さんにおかれましては、やはり、この新年度入

りまして、そういった体制で運用はしていただいておりますけども、

様々な課題が出てくることは、これは、現実の問題としてあるわけで

ございまして、それはそれとして、やはり受け止めていかなければな

らないというふうに思っております。ただ１９年度は、さらに総職員

を減らしていかなければならないといったようなことがございます。

そういう現実問題に対しても、組織機構をもう少しスリムに簡素化し

ていくといったようなことを考えていかなければならないと。そして、

やはり、公共サービスの量質ともに、やはり維持をしていくというこ

とを、両面併せて考えていかなきゃいけないという大きな課題があろ

うというふうに思っております。それは、今年度の課題、あるいは、

運用する中で１９年度の組織体制というものを、また、議会の皆様方

にもご提案を申し上げ、提案をしていきたいというふうに思っており

ます。 

総括のところでお答えをさせていただきました。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

市民部長 杉山俊之君。 

○杉山市民部長   熊高議員さんのご質問にお答えをいたしますが、最終的ということ

に今現在なっておりません。安芸高田美土里産業が今操業して、鋭意

努力をしておるところでございますし、県が行政処分、あるいは、行

政監督、行政命令という段階に今指導しておるところでございます。

請け合った業者が最終的にその処分をしていただくのが本命でござい

ますし、また、その業者に頼んだ、元のものをどこから搬入して委託

を受けてきたのか、そこのところの事実が出てくれば、そこへ委託し

た特定できておりませんけど、業者か、企業ですね、その処分をして
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いただくということだろうと思いますし、また、そういうことで、業

者が倒産ということになりますと、やはり、許認可を与えた県が最終

的にその責任を果たすべきというふうに私は考えております。 

以上です。 

市の条例については、環境基本計画ということで、今後策定してい

きたいというふうに今考えておりますが、また、その関係で今後また、

計画を樹立していく考えでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑ありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○熊 高 議 員   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   人事に関しては、助役さんの方から総括的なお答えをいただいたん

で、先ほどの答弁ということで、具体的な部分も少し触れていただい

たんですが、もう少しそこら辺を部長さんにお聞きしたいと思うんで

すが、福祉の関係でいえば、保健師さんが動いたということで、非常

に２ヵ月しかたっていない状況の中で、今の状況を評価するというの

は、私もその評価をしようということじゃないんですが、もう既に、

特に、地域包括支援センター、この動きというのが、大きな役割を担

うというのは、もう法の改正以前から私も議論をさせていただいたん

ですが、それがいよいよ本格的に動いてきたという中で、既に２ヵ月

たった状況の中でも、現在の地域包括支援センターの人員でうまくい

ってないという話も聞くんですね。事業者に負担がかかっていきそう

なというような話も漏れ聞いておるんですね。そこらをこの２ヵ月で

評価をせいというのは、無理な話かもわかりませんが、既にそういっ

た空気が見えるということに対して、部長はどんなふうにお考えなの

か、さらには、今後、そういったことのないように当然取り組まれる

と思いますが、その辺についての考えかたがどうなんかというところ

を、この時点で一たん聞いておいて、また９月の時に、また評価をさ

せてもらいたいというふうに思うんですが。その点が１点。 

それから、産業振興部長さんの方にさっき助役が言われたように、

新たに地籍調査が総務の方から入ったんですね。予算の時に我々も聞

かせていただいたんですが、その取り組みの状況というのは、今の体

制の中で昨年もできそうでできなかったというようなことがあります

ので、総務の責任を産業振興部に受けたというふうに私は捉えており

ますんで、大きな責任をもらったんだなという思いがしますんで、そ

こらの取り組みの状況を、現在の時点での取り組みの状況というのを、

お聞かせ願いたいというふうに思います。 

それから、教育長の話をされた、給食センターの関係。これは、民

間委託との関係もいろいろあるという話もされたんですが、ここらの

民間委託との関係が今の状況でうまくいっておるのか。あるいは、そ

の中身も少し変わったんじゃないかなというふうな判断を、今、先ほ
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どの答弁では、少し感じるんですが、そこらの、民間の人的業務委託、

ここらとの関係は問題なくいっておるのか。それについて、もう少し

詳しくお聞かせを願いたいと思います。 

最後に、産廃の関係ですが、県の方が責任を持ってということで、

部長の方お答えされたんで、市としては、お金を持ってということは

ないんだというふうに、今の時点では判断させていただいてよろしい

ということでしょうか。 

さらには、市の条例の検討もするということですが、こういった問

題が起きた時に対処できるような市の条例を早急につくるということ

の答弁なんかなというような思いがしましたんで、そこらの再度確認

をさせていただくということで、さらには、水質検査というのは、当

初の予算でするということですが、これも早く梅雨がもう来ますし、

既に雨が随分降っていますけども、流出の状況とかそういったものを

早く調べて安心できるようなものを提示できるんならその方が良いと

思いますので、取り組むべきところは、早く市としてやるべきとこは

早くやっていただくことが必要かなという思いがしますんで、そこら

も合わせて再度お聞きしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

まず初めに福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   ただいまのご質問でありますが、保健師の位置づけといいますか、

そうした、先ほど人事異動に伴いまして、大体的なお考えを助役の方

から申し上げました。現場の担当部長といたしましては、保健師のひ

とつの位置づけ方とあると思いますけども、この合併をいたしまして

ちょうど２年を過ぎました。３年目に入るわけでござますけども、こ

の保健師さんは、それぞれ、この２年間といいますか、各支所の保健

事業というものを、今日もそれぞれの各町で保健づくり、町民の健康

づくり、また、保持等をされて努力されています。この３年目に迎え

まして、新市としましては、この本庁にひとつの集中的な保健指導と

いうかたちになったことだろうと、このようにとらえております。こ

の３年目の安芸高田市としましても、一応、健康づくり、市民の健康

づくり、また保持等の指導をしていく中には、この保健師につきまし

ては、保健医療課の方で所属しておりますけども、全体で福祉保健部

の一つの中の位置づけだと、このようにとらえております。ご質問の

ように、包括支援センターも４月から開設いたしまして、もとはとい

いますと、市民のまず健康づくりというような保健医療にしましても、

国民保険、それぞれ関連がございまして、このまず、安芸高田市とし

ての市民の健康づくり、保持というものを、このバージョンが必要だ

ろうと、このように考えております。いずれにしましても、この市民

のと言いますと、乳幼児からお年寄りまでおられますので、この一連

的なひとつの保健医療課だけのとしての行動でなく、福祉保健部とし

ての行動であると。全体の保健師としての位置づけを考えてまいりた
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いと、このように考えております。 

○松 浦 議 長   引き続き、産業振興部長 清水磐君。 

○清水産業振興部長   地籍調査事業についてのお尋ねでございます。 

ご心配をいただいておりますように、地籍調査につきましては、現

在吉田、美土里、高宮の３地域で事業を進めております。美土里、高

宮につきましては、一応国の補助をいただいて事業を計画的に取り組

んで来ておりますが、ご承知のように、非常に地籍調査事業の国費の

方の予算枠の方も非常に厳しい状況になってきておりまして、年々縮

小の方向にあります。ただ、この事業につきましても、将来に向けて

非常に重要な事業でございますので、順次進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

吉田地域の調査につきまして、昨年来からいろいろとご心配いただ

いておりますが、この３つの地域の１８年度１９年度の計画を、現在

農林水産課を中心に計画を検討しております。国庫補助事業と単市の

事業との調整をしながら、今年来年で、是非取り組んで進めてまいり

たいというふうに考えております。特に吉田地域につきましては、関

係者の皆さまのご理解が当然必要になってまいりますので、こういっ

たことにつきましても、地元の議員さんも中心にご相談を申し上げな

がら、取り組みを今年度進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

また、具体的な取り組みにつきまして、市の方の方針が決定しまし

たら、関係委員会等へ報告をさせていただきながら、事業の取り組み

を進めていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   引き続きまして答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐藤教育長   現在、学校給食関係では業務委託として、安芸高田市振興事業団の

方へお願いをしていおるところでございますが、正規の職員もおられ、

また、業務委託の職員もおられるということで、昨年度当初はですね、

いろいろと人間関係の上でも、課題がございましたけれども、教育委

員会としましても、そこの状況について把握をいたしますともに、事

業団の方も積極的に動いていただきまして、今年度につきましては、

人間関係もうまくいっておると、私はそのように把握しておりますが、

将来にわたってどのようにこの業務委託先をするかということについ

ては、これは市全体でまた考えていかなくてはならない問題でござい

ますので、そのことはそのことで、また、検討させてもらわなくては

ならないと、このように思っております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き、市民部長 杉山俊之君。 

○杉山市民部長   環境整備計画につきましては、この１年間かけていろいろと、調査

研究をしてまいりたいというふうに思っておりますし、公費負担につ
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きましては、先ほどご説明申し上げましたように、まだ、流動的でご

ざいますので、市としてそれを排除するということは、現時点では考

えていないということでございます。また、条例につきましては、現

在美化条例等が制定されておりますけど、その中での、充実強化する

か、新たにこういう産業廃棄物等の業者等の指導について、新たな条

例を策定するかは、やはり、県が許認可をもって指導しておる事業者

でございますので、そこらは、また、県とよく協議して市独自の条例

制定をするかどうか、今後研究させていただきたいというふうに思っ

ております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

１１番 青原敏治君。 

○青 原 議 員   関連になろうかと思うんですが、先ほども人的委託のことでちょっ

と助役さんの方が触れられたと思うんですが、職場職場によって統一

していくという答弁があったように思うんですね。また、先ほど教育

長の方からも答弁では、今は混合で人間関係もうまくいっとるという

ようなことを聞いておるんですが、そこらの精査はどういうふうにさ

れておるんか、助役さんと教育長さんの話がどういうふうになってお

るんか再度お伺いをいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

助役 増元正信君。 

○増 元 助 役   給食調理につきましては、私は基本的な考え方を申したわけでござ

いまして、学校給食におきましては正規職員の調理員さんと、当然そ

れだけでは足りないという部分もあるわけでございますから、人的業

務委託も導入しながら運用をしていただいております。 

また、保育所の給食調理につきましては、なるべく正規職員におい

ては、学校給食の方にまとめていこうといったような方針に基づいて、

この１８年度人事配置をさせていただいたわけでございますけども、

保育所につきましては、人的業務委託の方で現在、運用をさせていた

だいておるということでございまして、教育長の答弁と矛盾をしてお

らないと、私は思っております。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

教育長 佐藤勝君。 

○佐藤教育長   給食現場の実態については、学校給食を担当しております学校教育

課の方が年度当初、今年も状況把握にまいりました。そこであった内

容につきましては事業団等についても連携を深める中で、相互に情報

交換はさせてもらっておりますし、人的委託にかかります大きな課題

がある場合においては、当然総務課の方と私の方でも連携をさせてい

ただきながら、それぞれの職場が持っておる力をフルに発揮できるよ

うに頑張っていきたいと、このように考えておるところでございます。 
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以上です。 

○青 原 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １１番 青原敏治君。 

○青 原 議 員   大体の考えはわかっておるんですが、私が再三再四言ってきたこと

なんですが、やはり同じ職場で給与の差があるというのはいけんのじ

ゃないかということは、もう再三言ってきておる経緯があるんですね。

それを、やはり少しでも見直しをしていただいたんかなという思いが

したんですが、人的業務委託がえかったんか、悪かったんか、いうの

は置いときまして、市が考えとるのはもう学校給食はひとつにまとめ

て、民間委託をするかという状況の中で市の職員さんに戻してやると

いうのは逆行しとるんかなという思いがするんですが、そこらあたり

の考え方はどうなんですかな。長期的に考えて。そこをちょっと説明

をお願いします。 

○松 浦 議 長   どなたに答弁求めてですか。 

助役さんですか。 

○青 原 議 員   助役さんか、市長さんでもいいですよ。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

助役 増元正信君。 

○増 元 助 役   行財政改革の中で公共サービス、民間でできるところは民間でお願

いをするといった大きな流れがございます。そういった大きな議論の

中で今後、保育所であったり、給食センターであったり、いわゆる公

共サービスを提供する部門については、いろんなこれからの議論の中

で、やっていく必要があろうかと思いますけども、現実問題といたし

まして、学校給食においては教育委員会が直営で実施をしておるわけ

でございますし、保育所においてもそういった状況で取り組んでおり

ますので、将来的なことも考えながらではありますけれども、当然、

新規の職員の採用は補充をしないと、これは全体的な職員の採用計画

の中で、あるいは定員適正化計画の中で現在進行をしてきておるわけ

でございます。そういった中で、学校給食も現在の陣容で運営をして

いかなければいけないといった中から、現在おります教育委員会なり、

市全体の調理員をどちらか一方にまとめた方が、運用がしやすいんで

はないかというのが、この１８年度でございます。そういったことで

の一種統一を図りながら現状での効率化を１８年度は、あるいは１９

年度においても図っていきたいということでの答弁でご理解を賜りた

いと思います。 

○松 浦 議 長   他に質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

◯松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りします。 

本件は委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

◯松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

お諮りします。 

これより、議案第７８号、平成１８年度安芸高田市一般会計補正予

算（第１号）についての件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 
よって、本件は原案のとおり可決をされました。 
お諮りします。 
この際、暫時、１４時２０分まで、１５分ほど休憩いたします。 
２０分まで。 
１０分休憩します。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時１０分 休憩 

午後  ２時２０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１ 議案第７９号 平成１８年度安芸高田市国民健康 

保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第８０号 平成１８年度安芸高田市老人保健 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第８１号 平成１８年度安芸高田市介護保険 

特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第８２号 平成１８年度安芸高田市介護サー 

ビス特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第８３号 平成１８年度安芸高田市公共下水 

道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第８４号 平成１８年度安芸高田市特定環境 

保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第８５号 平成１８年度安芸高田市農業集落 

排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２８ 議案第８６号 平成１８年度安芸高田市浄化槽整 

備事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第８７号 平成１８年度安芸高田市簡易水道 

事業特別会計補正予算(第１号) 

○松 浦 議 長   それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
続きまして日程第２１、議案第７９号、平成１８年度安芸高田市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）の件から日程第２９、議案第
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８７号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）の件まで９件は、８件が人事異動に伴う人件費の補正であり、

議案第８０号、平成１８年度安芸高田市老人保健特別会計補正予算に

つきましては、毎年この時期に発生する医療費等の精算に伴うもので

あります。 
この際、これら９件を一括議題といたします。 
この際、議案の朗読を省略し、提出者から一括して提案理由の説明

を求めます。 
市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議長。議案第７９号、から議案８７号まで一括提案をさせていただ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 
各特別会計の補正予算にかかる議案について、第７９号から８７号

まで説明をいたします。 
まず、議案第７９号、平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）についてでございますが、本案は、既定の歳入

歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１５４万３千円を減額し、予

算の総額を３６億９，０１４万９千円とするものでございます。歳入

につきましては、繰入金１５４万３千円を減額するものでございます。

歳出につきましては、総務費１５４万３千円を減額するものでござい

ます。 
次に議案第８０号、平成１８年度安芸高田市老人保健特別会計補正

予算（第１号）についてでございます。本案は既定の歳入歳出予算の

総額に、歳入歳出それぞれ６，５３７万円を追加し、予算の総額を５

８億５，４１２万５千円とするものでございます。歳入につきまして

は、支払基金交付金４４万６千円、国庫支出金２，５９２万９千円、

県の支出金が４９５万円、繰越金３，４０４万５千円をそれぞれ追加

するものでございます。歳出につきましては、諸支出金６，５３７万

円を追加するものでございます。 
次に議案第８１号、安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第１号）

についてでございます。本案は既定の歳入歳出予算の総額から、歳入

歳出それぞれ、１，５３１万７千円を減額し、予算の総額を３４億３

３万１千円とするものでございます。歳入につきましては、繰入金１，

５３１万７千円を減額するものでございます。歳出につきましては、

総務費１，３０１万５千円、地域支援事業費２３０万２千円をそれぞ

れ減額するものでございます。 
次に議案第８２号、平成１８年度安芸高田市介護サービス特別会計

補正予算についてでございますが、本案は既定の歳入歳出予算の総額

に、歳入歳出それぞれ２２９万８千円を追加し、予算の総額を２，０

２６万２千円とするものでございます。歳入につきましては、繰入金

２２９万８千円を追加するものでございます。歳出につきましては、

総務費２２９万８千円を追加するものでございます。 
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次に議案第８３号、平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会

計補正予算についてでございますが、本案は既定の歳入歳出予算の総

額に、歳入歳出それぞれ１２万２千円を追加し、予算の総額を４億２，

７６２万６千円とするものでございます。歳入につきましては、繰入

金が１２万２千円を追加するものでございます。歳出につきましては、

総務費１２万２千円を追加するものでございます。 
次に議案第８４号、平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）についてでございますが、本案は

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ４５７万３千円を

減額し、予算の総額を８億７，８３６万３千円とするものでございま

す。歳入につきましては、繰入金４５７万３千円を減額するものでご

ざいます。歳出につきましては、総務費４５７万３千円を減額するも

のでございます。 
次に議案第８５号、平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）についてでございます。本案は、既定の歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９５万６千円を減額し、予算

の総額を６億９，０７７万９千円とするものでございます。歳入につ

きましては、繰入金が４９５万６千円を減額するものでございます。

歳出につきましては、総務費４９５万６千円を減額するものでござい

ます。 
次に議案第８６号、平成１８年度安芸高田市合併浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第１号）についてでございますが、本案は既定の歳

入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１９万６千円を追加し、予

算の総額を２億７，１５８万円とするものでございます。歳入につき

ましては、繰入金が１９万６千円、歳出につきましては、総務費１９

万６千円を追加するものでございます。 
次に議案第８７号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計

予算（第１号）についてでございます。本案は既定の歳入歳出予算の

総額から、歳入歳出それぞれ１，１１２万６千円を減額し、予算の総

額を１０億９，５０５万２千円とするものでございます。歳入につき

ましては、繰入金１，１１２万６千円を減額するものでございます。

歳出につきましては、総務費１，１１２万６千円を減額をするもので

ございます。 
以上、９議案についてよろしく審議を賜りますようにお願いを申し

上げます。 
訂正をさせていただきます。議案第８６号、平成１８年度安芸高田

市合併浄化槽と申し上げましたが、正しくは平成１８年度安芸高田市

浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）でございます。訂正をい

たします。 
○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 
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まず初めに、福祉保健部長 広政克行君。 
○広政福祉保健部長   それでは、議案第７９号、平成１８年度安芸高田市国民健康保険特

別会計補正予算の要点のご説明を申し上げます。 
このたびの補正につきましては、職員の人事異動等に伴います職員

給与費の補正をいたすものであります。 
補正予算書の６ページをお願いします。歳入でございますが、９款

の繰入金、1 項の他会計繰入金、1 目の一般会計繰入金１５４万３千円

の減額につきましては、職員給与費の補正に伴いまして、職員給与費

に係ります繰入金を減額するものでございます。 
歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、1 項の総務管

理費、1 目の一般管理費は、１５４万３千円の減額であります。職員

の人事異動に伴いまして、給与費それぞれを減額いたすものでござい

ます。 
８ページにつきましては、給与費補正明細書にございますが、国民

健康保険特別会計所管の職員は６名で、補正後の職員給与費の総額は、

４，２４２万９千円でございます。 
以上で要点の説明を終わります。 
続きまして、議案第８０号、平成１８年度安芸高田市老人保健特別

会計補正予算（第１号）につきましてご説明を申し上げます。 
本案につきましては、平成１７年度の医療費総額５５億７，８４６

万８，１９１円の精算に伴いまして、歳入歳出について精算いたしま

した補正予算でございます。 
まず歳入でございますが、６ページをお願いいたします。款１の支

払基金交付金、２目の審査支払手数料交付金の４４万６千円でござい

ますが、平成１７年度のレセプトの審査手数料を精算したものであり

まして、交付率は１００％になります。 
次の款２、国庫支出金の１目の医療費負担金、２節の過年度分の２，

５９２万９千円でございますが、医療費にかかります平成１７年度国

庫負担金の精算分でございます。 
款３、県支出金、１目医療費負担金、２節の過年度分の４９５万円

につきましても、過年度分の精算といたしまして増額するものでござ

います。 
次に７ページの款５繰越金、１目繰越金の３，４０４万５千円でご

ざいますが、１７年度会計を精算いたしまして、平成１８年度会計へ

の繰越金でございます。 
続いて歳出でございますが、８ページをお願いします。款３の諸支

出金、２目の還付金、２３節の償還金利子及び割引料の３，０４３万

５千円につきましては、平成１７年度の医療費に対する社会保険診療

報酬支払基金からの交付金の精算によりまして、還付金を生じたもの

でございます。同じく諸支出金の１目、一般会計繰出金３，４９３万

５千円につきましては、平成１７年度の一般会計から安芸高田市負担
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部の繰出金を精算いたしまして、超過分を一般会計へ還付するもので

ございます。 
以上、要点の説明を終わります。 
次に議案第８１号の要点のご説明を申し上げます。 
この補正につきましても、職員の人事異動に伴います職員給与の補

正をいたすものでございます。 
補正予算書の６ページをお願いいたします。歳入でございますが、

８款の繰入金、２項の一般会計繰入金、４目のその他一般会計繰入金

１，５３１万７千円の減額につきましては、職員給与費の補正に伴い

まして、職員給与費にかかる繰入金を減額いたすものでございます。

歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管理

費、１目の一般管理費につきましては、１，３０１万５千円の減額で、

職員の人事異動に伴いまして一般事務職員給与費、給料をそれぞれ減

額するものでございます。４款の地域支援事業、２項の包括支援事業、

任意事業費、１目の一般管理費は２，０３０万２千円の減額で、職員

の人事異動等に伴います保健師の職員給与費、もとい、１目の一般管

理費は２３０万２千円の減額です。職員の人事異動に伴います保健師

の職員給与費、給料を１５８万８千円、はじめとしまして、それぞれ

減額するものでございます。 
８ページにつきましては、給与費、補正明細書でございますが、介

護保険特別会計所管の職員は一般事務職７名、保健師１名、社会福祉

士１名の計９名で補正後の職員給与費の総額は５，３１５万６千円で

ございます。 
以上、要点の説明を終わります。 
次に議案第８２号、平成１８年度安芸高田市介護サービス特別会計

補正予算の要点のご説明を申し上げます。この補正につきましても職

員の人事異動に伴います職員給与費の補正をいたすものでございます。 
補正予算書の６ページをお願いいたします。歳入でございますが、

２款の繰入金、１項の一般会計繰入金、１目の一般会計繰入金２２９

万８千円の増額は職員給与費の補正に伴いまして、職員給与費にかか

る繰入金を増額するものでございます。 
歳出の７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項の総務管

理費、１目の一般管理費は２２９万８千円の増額で、職員の人事異動

に伴います職員給与費、給料をそれぞれ増額するものでございます。 
８ページにつきましては、給与費、補正明細書でございまして、介

護サービス特別会計所管の職員は保健師１名で、補正後の職員給与費

の総額は８５０万２千円でございます。 
以上要点の説明を終わります。 

○松 浦 議 長   引き続きまして、建設部長 金岡英雄君。 
○金岡建設部長   失礼いたします。 

議案第８３号、平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補
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正予算の要点のご説明を申し上げます。 
このたびの補正につきましては、職員の人事異動等に伴う職員給与

費の補正をいたすものでございます。 
補正予算書の６ページをお願いいたします。まず、歳入でございま

すが、４款の繰入金、１項の他会計繰入金の一般会計繰入金、１２万

２千円の増額は、職員の給与費の補正に伴い職員給与費にかかる繰入

金を増額するものでございます。 
次に歳出でございますが、７ページをお願いします。１款の総務費、

１項の総務管理費の一般管理費の１２万２千円の増額でございますが、

職員の人事異動に伴う職員給与費で、給料を６万５千円増額、職員手

当を９千円減額、共済費を６万６千円増額するものでございます。 
８ページは給与費、補正明細書でございます。公共下水道事業特別

会計にかかる職員は４名で、補正後の給与費の総額は３，４４６万円

でございます。 
以上で要点の説明を終わります。 
次に議案第８４号、平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の要点のご説明をいたします。 
この補正につきましても、職員の人事異動等に伴う職員給与費の補

正をいたすものでございます。 
６ページをお願いいたします。まず歳入でございますが、４款の繰

入金、１項の他会計繰入金の一般会計繰入金４５７万３千円の減額で

ございますが、職員給与費の補正に伴い、職員給与費にかかる繰入金

を減額するものでございます。 
次に歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の総

務費、１項の総務管理費の一般管理費４５７万３千円の減額でござい

ますが、職員の人事異動に伴う職員給与費で、給料を３０３万円、職

員手当を９８万４千円、共済費を５５万９千円、それぞれ減額させて

いただくものでございます。 
８ページは給与費補正明細書でございまして、本特別会計事業の所

管の職員６名で補正後の職員給与費の総額は４，２９５万円でござい

ます。 
以上で８４号を終わります。 
次に議案第８５号、平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）の要点のご説明をいたします。 
この補正につきましても、職員の人事異動に伴う職員給与費の補正

でございます。 
予算書の６ページをお願いいたします。歳入でございますが、５款

の繰入金、１項の他会計繰入金の一般会計繰入金４９５万６千円の減

額は、職員の給与費の補正に伴い、職員給与費にかかる繰入金を減額

するものでございます。 
歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の総務費、
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１項の総務管理費の一般管理費４９５万６千円の減額でございますが、

職員の人事異動に伴う職員給与費として、給料を２７７万９千円、職

員手当等を１６９万２千円、共済費を４８万５千円、それぞれ減額さ

せていただくものでございます。 
８ページは給与費補正明細書で、本特別会計の所管の職員は６名で、

補正後の職員給与費の総額が５，１１３万円でございます。 
以上で議案８５号を終わらせていただきます。 
次に議案第８６号をお願いいたします。平成１８年度安芸高田市浄

化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）の要点のご説明をさせてい

ただきます。 
本件も、職員の人事異動に伴う職員給与費の補正でございます。 
補正予算の６ページをお願いいたします。歳入でございますが、６

款の繰入金、１項の他会計繰入金の一般会計繰入金１９万６千円の増

額は職員給与費の補正に伴い、職員給与にかかる繰入金の増額をお願

いするものでございます。 
歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の総務費、

１項の総務管理費の一般管理費は１９万６千円の増額で、職員の人事

に伴う給与費でございます。給料として、２５万３千円を増額、職員

手当を１２万５千円減額、共済費を６万８千円増額するものでござい

ます。 
８ページは給与費補正明細書でございまして、本特別会計の所管の

職員は１名で補正後の職員給与費の総額が８８２万３千円ございます。 
以上で８６号を終わらせていただきます。 
次に議案第８７号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）の要点についてご説明を申し上げます。 
この補正につきましても職員の人事異動に伴うもので、人事等の給

与費の補正でございまして、補正予算の６ページをお願いをいたしま

す。歳入でございますが、６款繰入金、１項の他会計繰入金の一般会

計繰入金１，１１２万６千円の減額は、職員給与の福祉に伴ない繰入

金を減額させていただいておるところでございます。 
歳出でございますが、７ページをお願いいたします。１款の総務費、

１項の総務管理費の一般管理費、１，１１２万６千円の減額で職員の

人事異動に伴う職員給与費として、給料を６９４万３千円、職員手当

を２７０万７千円、共済費を１４７万６千円それぞれ減額させていた

だくものでございます。３款の公債費につきましては、職員給与費の

減額に伴い、１款の総務費に財源充当しておりました水道使用料のう

ち、職員人件費の減額相当額を元金償還金の財源として充てるため、

財源の組み替えをさせていただくものでございます。 
８ページをお願いいたします。給与費明細書でございますが、本特

別会計の職員数が１１名で補正後の職員給与費の総額が７，０６０万

円でございます。 
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以上で、要点の説明を終わらせていただきます。 
○松 浦 議 長   以上で要点説明を終わります。 

これより一括質疑に入ります。 
質疑ありませんか。 
〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、質疑なしと認めます。 
これをもって、質疑を終結いたします。 
お諮りします。 
本９件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 
これにご異議ありませんか。 
〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、これより一括討論に入ります。 
討論はありませんか。 
〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 
お諮りいたします。 
これより議案第７９号、平成１８年安芸高田市国民健康保健特別会

計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決されました。 
これより議案第８０号、平成１８年度安芸高田市老人保険特別会計

補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は原案のとおり可決されました。 
これより議案第８１号、平成１８年度安芸高田市介護保険特別会計

補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は原案のとおり可決をされました。 
これより議案第８２号、平成１８年度安芸高田市介護サービス特別

会計補正予算（第１号）の件を、起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決されました。 
これより議案第８３号、平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特
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別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決をされました。 
これより議案第８４号、平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共

下水道事業特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたし

ます。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決をされました。 
これより議案第８５号、平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は原案のとおり可決をされました。 
これより議案第８６号、平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業特

別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は原案のとおり可決をされました。 
これより議案第８７号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 
本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 
○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって本件は、原案のとおり可決をされました。 
～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

◯松 浦 議 長   今朝ほどお話しをした、特別委員会の委員長互選結果の報告を、こ

こでさせていただきます。 

休憩中に吉田少年自然の家調査特別委員会が開催され、正副委員長

の互選が行われました。 

ここにその結果を通知いただいておりますので、報告いたします。 

今定例会において設置されました、吉田少年自然の家調査特別委員

会の委員長には８番、赤川三郎君、副委員長には１３番、杉原洋君が

選任されました。 

以上、報告いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
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本日はこれにて散会いたします。 

次回は、明日午前１０時に再開いたします。 

ご苦労様でした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後２時５０分 散会 
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